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第
一
章

福
祉

厚
生

第
一
節

国
民
年
金
制
度

福祉・厚生・保健衛生

国
民
年
金
制
度
は
、
昭
和
三
四
年
に
発
足
し、

農
林
漁
業
等
に
従
事
す
る
自
営

業
者
等
を
対
象
と
し
て
い
た
の
が
、
昭
和
六
O
年
(
法
律
第
三
四
号
)
に
、
公
的

年
金
の
大
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
が
導
入
さ
れ
、
す
べ
て
の
国
民
を
対
象
と
し
て
、

老
齢
、
障
害
、
死
亡
に
関
し
て
必
要
な
給
付
を
行
い
、
健
全
な
国
民
生
活
の
維
持

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
し
て
、

老
後
の
所
得
保
障
に
欠
か
せ

な
い
制
度
と
な
っ
た
。

ま
た
、
従
来
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
等
の
加
入
者
の
記
録

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
ご
と
に
、
独
自
の
番
号
で
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
九

年

一
月
よ
り
、
す
べ
て
の
年
金
制
度
に
共
通
し
た
、
基
礎
年
金
番
号
で
管
理
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
成

一
四
年
四
月
か
ら
は
「
地
方
分
権
推
進
整
備
法
」
(
平
成

一一

年
法
律
第

八
号
)
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
印
紙
検
認
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
市
町
村
で
行
な
わ

れ
て
き
た
保
険
料
収
納
が
、
国
に
よ
る
直
接
収
納
に
変
わ
る
等
、
機
関
委
任
事
務

か
ら
、
法
定
受
託
事
務
へ
と
変
更
が
な
さ
れ
た
。

高
齢
化
社
会
到
来
の
対
処
と
し
て
、

基
礎
年
金
制
度
が
で
き
た
が
、
制
度
発
足

当
時
、
六
五
歳
以
上
の
人
の
占
め
る
割
合
が
、

村
で
八
・
七
%
(
県
平
均
七
・

二
%
)
で
あ
っ
た
の
が
、
平
成

一
五
年
三
月
三
二

日
現
在
で
、
四
五
・
六
%
(
県

平
均
二
二

・
六
%
)
と
、

二
人
に

一
人
は
年
金
受
給
者
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。

国
民
年
金
制
度
を
、
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、

一
層
国
民
に
定
着
し

た
制
度
運
営
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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拠
出
制
国
民
年
金
制
度

国
民
年
金
制
度
に
は
、
日
本
に
住
所
が
あ
る
、

二
O
歳
以
上
六
O
歳
未
満
の
人

が
、
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
入
の
種
類
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
な
被

保
険
者
に
分
か
れ
て
い
る
。

・
第

一
号
被
保
険
者
農
林
業
者
等
自
営
業
者

・
第
二
号
被
保
険
者
会
社
等
に
勤
め
て
い
る
者

・
第
三
号
被
保
険
者
会
社
に
勤
め
て
い
る
者
の
配
偶
者
等

.
任
意
加
入
被
保
険
者

老
齢
(
退
職
)
年
金
を
受
け
て
い
る
六

O
歳
未
満
の
人

日
本
に
住
所
が
あ
る
六

O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
人

昭
和
三
O
年
四
月

一
日
以
前
生
れ
で
、
年
金
を
受
け
る
資
格
期
間
を
満
た

し
て
い
な
い
、

六
五
歳
か
ら
七

O
歳
の
人
(
受
給
資
格
を
満
た
す
ま
で
加

入
で
き
る
)

海
外
に
住
ん
で
い
る
二
O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
人

以
上
四
種
類
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
直
接
保
険
料
を
納
め
る
人
は
、
第

一
号
及

び
任
意
加
入
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
第
二
号
及
び
第
三
号
被
保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
加
入
し
て
い
る
制
度
か
ら
、

一
括
拠
出
さ
れ
、
直
接
個
人
で
納
め
る
必
要
は
な

ま
た
、
第

一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
失
業

・
病
気
療
養
中
等
で
、
所
得
の

低
い
人
も
対
象
者
と
な

っ
て

い
る
た
め
、
経
済
的
に
保
険
料
納
付
が
困
難
な
人
は
、

申
請
を
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
、
保
険
料
の
全
額
免
除
、

ま
た
は
、

半
額
免
除
(
平
成

一
四
年
四
月
創
設
)
と
な
る
制
度
も
あ
る
。

並大
川
村
の
国
民
年
金
加
入
者
は
、
人
口
の
流
出
等
に
よ
り
、

年
々
減
少
傾
向
に

あ
り
、
平
成

一
四
年
度
末
で
は
、
第

一
号
被
保
険
者
三
二
五
人
、
第
三
号
被
保
険

者
九
八
人
、
任
意
加
入
者
三
人
と
な
っ
て
い
る
。

給
付
に
つ
い
て
は
、
老
齢
・
障
害
・
死
亡
と
い
っ
た
事
故
に
際
し
て
、
す
べ
て
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千円)

年 金 ( I日 法)

陣 害 母- 子 寡 婦 遺 老齢給付計 障害給付計 遺族給付計

刊二 金額 刊二 金額 何ニ 宣告員 件 金額、 件 豆額 何二 軍額 1tl二 金額

17 14，745 3 3，345 10 4.665 。 。825 363，317 54 47，893 22 14.062 

15 13，650 3 3，462 10 4.936 。 。837 399，711 53 49.661 22 15，354 

14 12，764 2 2，475 8 3，792 。 。864 429，740 55 51，507 23 15，672 

13 11，782 2 2，475 7 3，345 。 。881 453，049 54 50，254 22 14，999 

13 11，782 2 2，023 6 2，890 。 。901 478，189 53 49，075 19 12，295 

11 9，993 。 。6 2，941 。 。922 512，147 50 46，952 20 12，743 

10 9，047 。 。7 3，422 。 。958 554，097 50 47，028 21 13，282 

8 7，238 。 。7 3，422 。 。978 577，786 49 45.791 19 12，378 

8 7，238 。 。6 2，874 。 。1，013 611，006 50 47，058 17 11，027 

8 7，238 。 。4 1，904 。 。1，040 643，232 51 47，198 14 9，903 

人 ・金額(件数2.総年金額は停止額を含む。(注)1. 受給権者数は、 全額支給停止者を含む。

円

11年から保険料は凍結したま

ま15年に至る。

(単位

国民年金保険料の推移

月

客員

年

t 、
立乙

の
国
民
に
共
通
す
る
、

基
礎
的
な
年
金
給
付
と
し
て

「
基
礎
年
金
」
の
支
給
を
行
う
。

基
礎
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
の
三
種
類
が
あ
る
。

老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、

二
五
年
以
上
保
険
料

納
付
、
あ
る
い
は
、
免
除
期
間
の
あ
る
人
が
、

六
五
歳

か
ら
支
給
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
繰
上
げ
を
希

望
す
れ
ば
、
減
額
さ
れ
た
年
金
が
六

O
歳
か
ら
支
給
さ

れ
る
。
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二
O
歳
か
ら
六

O
歳
ま
で
四

0
年
間
納
付
し
た
人
は
、

六
五
歳
か
ら
七
九
万
七
，

O
O
O
円
(
平
成

一
五
年
度
金

額
)
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。
平
成

一
五
年
度
の
年
金

額
は
、
特
別
措
置
に
よ
り
、
平
成

一
四
年
の
物
価
下
落

分
の
み
引
き
下
げ
ら
れ
る
、
初
の
減
額
改
定
と
な

っ
た
。

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
、
以
上
の
基
礎
年
金
の
ほ
か
、

第

一
号
被
保
険
者
へ
の
独
自
給
付
と
し
て
、
付
加
年
金
、

寡
婦
年
金
、
死
亡

一
時
金
が
あ
る
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
四
年
の
発
足
当
初、

一
ヵ
月

一
，
O
O
O
円
で
あ

っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
ス

ラ
イ
ド
制
の
導
入
に
よ

っ
て
、
平
成
五
年
に
は
、

一
万

五
O
O
円
、
平
成

一
O
年
に
は

一
万
三
，
三

O
O
円
と
な

り
、
凍
結
の
ま
ま
平
成

一
五
年
に
一さ
つ

て
い
る
。

無
拠
出
制
国
民
年
金
制
度

老
齢
福
祉
年
金
は
、
国
民
年
金
制
度

(
拠
出
制
)

発
足
し
た
昭
和
三
六
年
四
月

一
日
に
、
既
に
老
齢
で
あ

っ
た
者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
財
源
は
、 カ3
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国民年金給付状況(拠出年金)

区分 基礎年金 (新法) 国 民

老 齢 障 当Eヨ三 遺 族 老 l間h有人 5 年 通算老齢

年 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

5 241 128，509 37 33，148 9 6，052 464 199，322 60 22，878 60 12，608 

6 277 160，590 38 36，011 9 6，955 449 204，928 51 20，568 60 13，624 

7 326 197，163 41 38，743 13 9，404 435 200，672 46 18，680 57 13，233 

8 372 233，034 41 38，471 13 9，178 416 191，903 38 15，431 55 12，679 

9 421 270.437 40 37，293 11 7，381 393 181，906 33 13，401 54 12，444 

10 470 313，787 22 36，958 14 9，802 372 174，716 29 11，988 51 11，654 

11 530 364，747 40 37，980 14 9，860 354 168，020 23 9，563 51 11，765 

12 570 396.181 41 38，553 12 8，956 338 161.317 17 7，068 33 7，238 

13 625 438，258 42 39，820 11 8，152 323 154，160 20 8，316 45 10，272 

14 673 479，563 43 39，960 10 7，998 304 145，912 18 7，484 45 10，272 

老
齢
福
祉
年
金
の
額
は
、
四

O
万
八，

三
O
O
円
(
月
額
三
万
四
，

O
二
五
円

平
成

一
五
年
度
価
格
)
で
あ
る
。

な
お
、

美
川
村
で
の
福
祉
年
金
の
推
移
は
、
別
表
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

(
平
成
五
年
か
ら
平
成

一一

年
ま
で
は、

受
給
権
者
数
、
平
成

二

一年
か
ら
は
受

給
者
数
を
掲
載
し
て
い
る
。)

全
額
国
庫
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
従
前
の
障
害
福
祉
年
金
及
び
母
子
福
祉
年
金
は
、
昭
和
六

一
年
四
月

一

日
以
降
、
障
害
基
礎
年
金
及
び
遺
族
基
礎
年
金
と
し
て
裁
定
替
え
と
な

っ
た
。

け

受

給

要

件

老
齢
福
祉
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
。

齢
福
祉
年
金
は
、
昭
和
三
四
年

一一

月

一
日
か
ら
発
足
)

①

明
治
四
四
年
四
月

一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者

②

明
治
四
四
年
四
月
二
日
か
ら
大
正
五
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

で
、
保
険
料
納
付
期
間
が

一
年
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
納
付
済
期
間
と
免

除
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
が
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
に
応
じ
、
表
の
よ

う
に
、
四
年

一
ヵ
月
か
ら
七
年

一
ヵ
月
以
上
あ
る
者
が
七

O
歳
に
な
っ
た

と
き
。

(老

大正 大正 治明四 明治四

年四月 年四月
五年四月 五年四月

日 日
力、 力、 日 日

大正ら 正大ら
か

以日リ

大正ら

五年四月
生ま

年四月
年四月

れ
た
者

|ヨ 日 一
ま ま ま日
で で

の で

生ま
間 の

間
れ

生また 生
者 れ ま

た れ
者 た

者

七年以上

一一L..

年上五以 上年以四年上ノ以、
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円)

出土 人 数 iiへL 額

5 47 20，116，336 

6 49 19.666.417 

7 41 16，660，337 

8 31 13，961，881 

9 25 10，931，839 

10 19 9.365.577 

11 17 7，195，582 

12 13 5，356，000 

13 9 3，708，000 

14 7 2，884，000 

福祉年金受給者の推移

(単位

口

支

給

制

限

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
者
が
、
他
の
年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
、
拠
出
年
金
と
同
様
に
、
次
の
よ
う
な
取
扱
が
な
さ
れ
る
。

ω
旧
国
民
年
金
法
の
老
齢
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
老
齢
福
祉
年
金

は
、
支
給
さ
れ
な
い
。

ω
国
民
年
金
法
の
他
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か

一
つ
の

年
金
を
選
択
。

ω
新
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か

一
つ

の
年
金
を
選
択
。

し
か
し
な
が
ら
、
老
齢
福
祉
年
金
は
、
そ
の
費
用
が
全
額
国
庫
負
担
に
よ

っ
て

賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、
更
に
次
の
よ
う
な
特
別
な
支
給
制
度
が
行
わ
れ
る
。

O
他
の
公
的
年
金
受
給
に
よ
る
制
限

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
者
が
、
他
の
公
的
年
金
制
度
に
よ
る
年
金
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

そ
の
問
、
福
祉
年
金
は
支
給
停
止
さ
れ
る
。

円)(単位

全額停止平成15年度(14年所得)の所得制限限度額表

得-月?人

た
だ
し
、
恩
給
法
に
よ
る
年
金
額
が
七

一
万
二
，
0
0

0
円
よ
り
少
な
い
と
き
に
は
、
七

一
万
二
，
0
0
0
円
と
、

恩
給
法
に
よ
る
年
金
な
ど
の
額
の
差
額
分
の
老
齢
福
祉
年

金
が
支
給
さ
れ
る
。
(旧
令
五
の
二
)

他
の
公
的
年
金
制
度
と
は
、
恩
給
法
や
厚
生
年
金
保
除

法
、
各
共
済
組
合
法
、

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
等
で
あ

る
。
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他
の
公
的
年
金
給
付
が
、
戦
争
公
務
に
起
因
し
て
支
給

さ
れ
る
年
金
で
、
大
尉
以
下
の
旧
軍
人
や
そ
の
遺
族
に
支

給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
老
齢
福
祉
年
金
は
、
全

額
併
給
さ
れ
る
。

O
所
得
に
よ
る
制
限

老
齢
福
祉
年
金
は
、

受
給
権
者
本
人
や
配
偶
者
、
又
は
、

扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
、
扶
養
親
族
等
の
数
に
応

じ
て
、

一
定
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
年
の
八
月
分

か
ら
、

翌
年
の
七
月
ま
で
の

一
年
間
支
給
停
止
に
な
る
。

平
成

一
五
年
度
に
お
け
る
限
度
額
は
、
別
表
の
と
お
り

で
あ
る
。



第
二
節

社
会
福
祉
事
業

民
生
児
童
委
員

福祉 ・厚生 ・保健衛生

少
子
・
高
齢
社
会
の
進
展
を
背
景
に
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
も
増
大
・

多
様
化
し
て
い
る
。

民
生
児
童
委
員
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も

っ
て
「
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相

談
に
応
じ、

援
助
を
行
う
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
低
所
得
者

・

高
齢
者

・
児
童

・
母
子
父
子
世
帯

・
障
害
者
等
地
域
住
民
の
生
活
状
態
の
把
握
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
提
供
等
を
基
本
と
し
て
、
援
護
活
動
に
努
め
て
い
る
。

民
生
委
員
協
議
会
組
織
に
お
い
て
は
、
総
務
。
副
総
務
か
ら
、
会
長
。
副
会
長

へ
と
呼
称
が
変
更
さ
れ
て
、
平
成

一
二
年
六
月
七
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
民
生
児
童
委
員
は
、
平
成

二
二
年

一
二
月

一
日
に

一
斉
改
選
さ
れ
、
委

員
定
数
に
お
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
の

一
五
人
と
増
減
な
し
で
あ
る
が
、

主
任
児

童
委
員
は
、
近
年
の
少
子
化
・

児
童
虐
待
問
題
等
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
増

員
複
数
配
置
化
さ
れ
、

二
人
体
制
と
な
り
、

合
計

一
七
人
が
厚
生
労
働
大
臣
よ
り

委
嘱
及
び
指
名
さ
れ
た
。

民
生
児
童
委
員
の
氏
名
及
び
期
間
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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民
生
委
員
総
務
・
副
総
務

(
会
長
・
副
会
長
)

会長副 総務副 総副務 会長 総務 総務 役職名

圏福坂福正山
氏

土井本井岡村

宮庚幸贋 治
名

雄志正志英夫

一一 一一
二 0 四 二 O 元

一一 一一
一一 一一

期

現 一 現。 。
在 在

一 一
一 一

間

民
生
児
童
委
員

氏

古
同高松正5者-1:'-¥ 
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近
年
の
社
会
情
勢
の
中
で
、
生
活
保
護
の
動
向
を
み
る
と
、
保
護
世
帯
、
保
護

人
員
は
横
ば
い
状
態
に
あ
る
も
の
の
、
過
疎
化
に
伴
い
、
保
護
率
は
上
昇
傾
向
に

あ
り
、

高
齢
者

・
障
害
者
世
帯
に
よ
る
割
合
が
、
年
々
増
加
し
て
い
る
。

上
浮
穴
郡
町
村
別
保
護
状
況
(
平
成
一
四
年
)

年

一一一一 一
四 三二一 O 九八七 六

度

保

一 一 一一一一一一一 護
コ 二 二 一一四 三一 五 世

帯

保

一 一 一一一一一一一 百草

四四 三二二 五 四 二 六 人

員

六五五 四四 五五 四 六 率護保

0 九四 八 八 八 三 七 一
% 

保
護
適
用
状
況
の
推
移
(
平
成
一
四
年
)



児

童

手

当

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
、
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に

よ
り
、

家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
全
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担

う
児
童
の
健
全
な
育
成
、
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

平
成

二
一
年
五
月
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
支
給
対
象
者
は
、

三
歳
未
満
の
児
童

に
加
え
、

三
歳
以
上
義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
対
し
支
給

さ
れ
る
。

児
童
手
当
の
月
額
は
、
第

一
子

・
第
二
子
は
各
五
，

0
0
0
円
、
第
三
子
以
降

は

一
万
円
を
支
給
さ
れ
る
。

所
得
制
限
に
よ
り
、
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
特
例
と

し
て
、
所
得
が

一
定
額
未
満
の
場
合
に
限

っ
て
、
特
例
給
付
(
児
童
手
当
と
同
額
)

が
支
給
さ
れ
る
。

四

乳
幼
児
医
療

福祉・厚生 ・保健衛生

乳
幼
児
医
療
助
成
条
例
は
、
昭
和
四
八
年
に
制
定
さ
れ
(
美
川
村
条
例
第
三
号
)

医
療
費
の
一
部
を
保
護
者
に
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼
児
の
疾
病
の
早
期
発

見
と
治
療
を
促
進
し
、
保
健
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

「
乳
幼
児
」
と
は
、
出
生
の
日
か
ら
三
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま

で
の
間
に
あ
る
者
(
第
二
条
第

一
項
第

一
号
)
と
、

三
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
か
ら

六
歳
の
最
初
の
三
月
末
日
ま
で
の
者
(
第
二
条
第

一
項
第
二
号
)
の
う
ち
、
次
の

各
法
に
該
当
す
る
者
。

ω
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
又
は
被
扶
養
者

ω
本
村
に
住
所
を
有
す
る
者

ω
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
五
年
法
律
第

一
四
四
号
)
に
よ
る
保
護
を
受
け
て

い
な
い
者

第 5編

美
川
村
の

O
歳
か
ら
三
歳
未
満
の
人
数
は
四
二
名、

三
歳
か
ら
六
歳
ま
で
の
人

数
は
四
六
名
で
、
計
八
八
名
で
あ
る
。
(
平
成

一
五
年
三
月
三
二

日
現
在
)

「
医
療
保
健
法
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
法
を
い
う
。

健
康
保
険
法
・
船
員
保
険
法
・
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
・
国
民
健
康
保
険

法
・
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
・
共
済
組
合
法

「
助
成
対
象
者
」
と
は
、
本
村
に
住
所
を
有
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者
で
あ
る
。

「
助
成
の
状
況
」
は
、

平
成

一
四
年
九
月
ま
で
、
乳
幼
児
の
保
護
者
は
、
医
療
費
の

三
割
を
負
担
し
て
い
た
が
、

一
O
月
か
ら
二
割
負
担
と
な
っ
た
。
そ
の
自
己
負
担

を
、
県
、
が
二
分
の

一
、
村
が
二
分
の

一
助
成
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

O
歳
か
ら
三
歳
の
誕
生
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
は
、
外
来
と

入
院
に
か
か
る
保
護
者
負
担
分
は
、
無
料
と
な
る
。

し
か
し
、

三
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
か
ら
六
歳
の
最
初
の
三
月
末
日
ま
で
の
間
に

あ
る
者
は
、
入
院
に
係
る
保
護
者
負
担
分
し
か
、
無
料
と
な
ら
な
い
。
(
入
院
に

か
か
る
費
用
の
う
ち
、
入
院
時
食
事
療
養
費
標
準
負
担
額
は
除
く
。)

乳
幼
児
の
保
険
給
付
に
つ
き
、
そ
の
原
因
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
全
部
、
又
は
、

一
部
に
つ

き
、
第
三
者
か
ら
賠
償
が
行
わ
れ
る
と
き
は
助
成
し
な
い
。

平
成

一
四
年
度
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
実
施
状
況
は
、
別
表
の
通
り
で
あ

ザ匂
。
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乳幼児医療費助成事業実施状況

区 分 長| 己負担額

外来 -入|涜 助成件数 医療費総額 キj |県
保険種別

の別 (件) (円) 助成傾 (円) 助成額 (円)

外 来 47 422，100 63.315 63，315 

国 保 入 |涜 1 207，900 31，185 31.185 

計 48 630，000 94.500 94，500 

外 来 561 4，076，100 611，415 611，415 

健保 等 入 |涜 14 2，393，900 359.085 359，085 

計 575 6，470，000 970，500 970.500 

外 来 608 4，498，200 674，730 674，730 

入 15 2，601，800 390，270 390.270 

623 7，100，000 1.065.000 1，065，000 

主
任
児
童
委
員
制
度

平
成
六
年

一
月
よ
り
設
置
さ
れ
た
主
任
児
童
委

員
は、

一
三
年

一
二
月
に

一
名
増
員

(厚
生
労
働

大
臣
よ
り
委
嘱
)
さ
れ
、
現
在
二
名
で
、
地
域
に

お
け
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
専
門
的
に
担

当
し
、
相
談

・
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

五

児

童

福

祉

近
年
、
女
性
の
社
会
進
出
に
よ
る
晩
婚
化
・

未

婚
化
の
進
行
、

夫
婦
出
生
力
の
低
下
等
に
よ
り
、

急
速
に
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
。
本
村
に
お
い
て

は、

若
年
期
人
口
の
減
少
も
著
し
く
、

そ
の
傾
向

が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
、
児
童
の
基
本
的
人
権

を
尊
重
し、

学
校
教
育
・
家
庭
教
育

・
地
域
社
会

が

一
体
と
な

っ
て
、
健
や
か
な
児
童
を
育
成
す
る

た
め
、
児
童
福
祉
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。

平成14年度

青
少
年
問
題
協
議
会

各
機
関
団
体
の
代
表
者
、
学
校
教
育
関
係
者
等
、

委
員

一
八
名
で
組
織
す
る
青
少
年
問
題
協
議
会
で

は
、
い
じ
め
・
非
行
・
虐
待
等
の
現
状
分
析、

事

例
検
討
を
行
い
、
よ
り
良
い
児
童
の
環
境
情
つ
く
り

を
推
進
し
て
い
る
。

各年4月現在

本村18歳未満人口の推移

平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

人 |コ 2，812 2，770 2，675 2，656 2，607 2，558 2，512 2，432 2，396 

18歳以下人口 346 344 331 332 308 295 284 261 249 

比 率 12.3% 12.4% 12.4% 12.5% 11.8% 11.5% 11.3% 10.7% 10.4% 
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主
任
児
童
委
員

氏

名

高

橋

悪

三
年

二一
月
l
現
在

重

岡

チ
ヅ
子

保
育
所
入
所

共
働
き
家
庭
の
増
加
に
伴
い
、
仕

事
と
子
育
て
の
両
立
を
支
援
す
る
た

め
、
平
成
八
年
七
月
よ
り
、
久
万
町

の
社
会
福
祉
法
人
育
和
会
久
万
保
育

園
へ
の
広
域
入
所
が
可
能
と
な

っ

宇
人

入
所
児
童
数
も
年
々
増
加
し
て
き

で
お
り
、
ニ
ー
ズ
の
高
さ
が
表
れ
て

いず匂
。

福祉 ・厚生 ・保健衛生第 5編

間

保育所入所児童数の推移

年齢 平成8年度 平成9年度 平成10年度平成11年度平成12年度 平成13年度 平成14年度

0歳児 1 1 4 3 4 2 4 

1歳児 2 2 3 4 5 3 

2歳児 。 1 3 1 3 1 5 

3歳児 。 2 5 3 2 4 

4歳児 。 。 。 。 2 2 4 

5歳児 。 。 。 。 。 2 。
計 3 5 14 10 15 16 17 

一一L・
ノ¥

母

子

福

祉

本
村
の
母
子
寡
婦
福
祉
会
は
、
平
成
六
年
j
七
年
頃
ま
で
は
、

三

O
人
前
後
の

会
員
数
で
あ
っ
た
が
、
年
々
減
少
し
、
平
成

一
五
年

一
O
月
現
在
の
会
員
数
は
、

一
八
人
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
要
因
と
し
て
は
、
母
子
家
庭
に
お

い
て
は
、
子
育
て
と
生
計
の
担
い
手
と

し
て
の
就
労
等
か
ら
の
余
暇
時
間
の
減
少
、
ま
た
、
寡
婦
家
庭
に
お
い
て
は、

高

齢
化
と
健
康
面
等
か
ら
、
活
動
が
で
き
な
く
な

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

小
規
模
な
組
織
で
は
あ
る
が
、

福
祉
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
、

若
年
母
子
家
庭
育

成
事
業
、
会
員
間
の
激
励
・
親
睦
会
な
ど
を
行

っ
て
い
る
。

本
会
に
は
、
育
成
費
と
し
て
、
村
か
ら
年
額

一
O
万
円
が
補
助
さ
れ
て
い
る
。

本
会
の
会
長
は
、
坂
口
多
嘉
子
と
な
っ
て

い
る
。

七

高
齢
者
福
祉

美
川
村
の
平
成

一
五
年
四
月

一
日
現
在
の
高
齢
化
率
は、

愛
媛
県
下
第
五
位
の

四
五
・
五
八
%
と
、
ほ
ぼ
二
人
に

一
人
が
六
五
歳
以
上
と
い
う
、
ま
さ
に
高
齢
社

会
が
到
来
し
て
お
り
、

こ
の
傾
向
は
、

今
後
さ
ら
に
進
む
こ
と
は
必
歪
で
あ
る
。

わ
が
国
の
平
均
寿
命
も
年
々
延
長
し
て
お
り
、
平
成

一
二
年
の
厚
生
労
働
省
大

臣
官
房
統
計
情
報
部
の
資
料
に
よ
る
と
、

男
七
七
・
七

一
歳
、
女
八
四
・

六
二
歳

で
、
世
界

一
の
記
録
を
更
新
し
続
け
て
い
る
。
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高齢者数一覧表 (65歳以上)

平成15年4月1日現在

総人口(人) 高齢者数 (人) 高齢化率(%)

美川村 2，396 1，092 45.58 

愛媛県 1，503，285 340.023 22.62 

全国 (H.14) 127，435千 23，628千 18.54 

注)全国は総務省統計局の推計値

施
設
サ
ー
ビ
ス

上
浮
穴
郡
内
の
施
設
は
、
養
護
老
人
ホ

l
ム
が

一
箇
所
(
久
万
町
)
特
別
養
護
老
人
ホ
1
ム
二
箇

所
(
久
万
町
・
小
田
町
)
と
、
施
設
数
は
増
え
て

い
な
い
が
、
入
所
型
で
は
、
一
五
年
度
に
は
、
久

万
の
里
(
特
老
)
が
全
個
室
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
方

式
で
五

O
床
を
増
床
し
、
待
機
者
の
緩
和
に
大
き

く
役
立
つ
ほ
か
、
面
河
村
に
も
高
齢
者
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
が
新
築
さ
れ
る
。

通
所
型
で
は
、
久
万
町
に
は
老
人
保
健
施
設
あ

け
ぼ
の
が
、
美
川
村
に
も
、
平
成

一
0
年
度
に
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
か
わ
が
新
築
さ
れ
、

高

齢
者
福
祉
向
上
の
基
幹
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

平
成
一
二
年
度
か
ら
は
、
介
護
保
険
制
度
が
全

国

一
斉
に
ス
タ
ー
ト
し
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
(
通
所

介
護
)
、
訪
問
介
護
、
居
宅
介
護
支
援
(
ケ
ア
プ

ラ
ン
作
成
等
)
が
、
美
川
村
の
基
本
サ
ー
ビ
ス
と

な
っ
た
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

平
成

一
O
年
九
月

一
日
、
複
合
施
設
で
あ
る
、
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー
み
か
わ

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
、
虚
弱
・

寝
た
き
り
な
ど
の
高
齢
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

自
立
生
活
の
助
長
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
族
の
身
体
的
・
精
神
的
苦
労
を
、

少
し
で
も
軽
減
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
村
が
、
美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会

ヘ
運
営
を
委
託
し
て
開
始
し
た
。

開
設
初
年
度
は
、

一
日
平
均
利
用
者
が
五
・
四
人
と
少
な
か
っ
た
た
め
、
利
用

者
に
P
R
を
行

っ
て
き
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
年
毎
に
利
用
者
が
増
加
し
て
、

平
成
五
年
度
現
在
で
は
、
定
員

五
人
に
対
し
て
、
火
曜
日
の
み
二
名
の
空
き

が
あ
る
状
態
と
な
り
、
利
用
希
望
の
増
加
に
四
苦
八
苦
の
調
整
を
行
っ
て

い
る
。

た
だ
し
、
利
用
者
が
高
齢
の
た
め
、
利
用
当
日
、
体
調
不
良
の
た
め
欠
席
さ
れ
る

方
が
多
く
、
利
用
者
が
定
ま
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

平
成

二
ハ
年
度
か
ら
は
、
事
業
者
を
、
社
会
福
祉
協
議
会
単
独
事
業
所
と
し
て
、

立
ち
上
げ
を
予
定
し
て
い
る
。

デイサービス利用明細表

年度
開所日数 延利用者 1日平均利用者 生きがい(注) 身体障害者

備 考
(日) (人) (人) (人) (人)

H10 133 720 5.4 9月開所

H11 234 1，421 6.1 

H12 261 1，573 7.5 331 54 介設保険制度開始

H13 240 1，957 10.0 403 44 

H14 240 2，266 11.1 334 50 
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緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業

高
齢
化
が
進
む
中
で
、

一
人
暮
ら
し
ゃ
高
齢
者
だ
け
の
世
帯
の
緊
急
通
報
を
は

じ
め
、
悩
み
事

・
相
談
事
の
緩
和
に
少
し
で
も
な
れ
ば
と
、

一
二
年
末
よ
り

一
年

間
に
わ
た
り
、
六
名
の
独
居
者
に
モ
ニ
タ
ー
を
委
嘱
し
、
試
行
の
結
果
好
評
を
得

た
の
で
、
独
居
及
び
高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
五

O
戸
あ
ま
り
で
、

一
四
年
二
月

か
ら
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
村
が
リ
ー
ス
し
た
設
備
を
、
月
五

O
O
円
の
利
用
料
で
貸

し
付
け
る
形
で
、
利
用
者
宅
の
電
話
機
に
接
続
し
て
、
緊
急
ボ
タ
ン
や
相
談
ボ
タ

ン
を
押
せ
ば
、
松
山
市
に
あ
る
委
託
先
の
協
同
組
合
愛
媛
県
介
護
福
祉
支
援
セ
ン

タ
ー
に
直
接
接
続
さ
れ
て
、

二
四
時
間
体
制
で
、

看
護
師
や
介
護
福
祉
士
が
、
そ

の
内
容
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
利
用
者
の
近
所
に
、

一
j

二
名
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
協
力
員
に
依
頼
し
て
、
設
備
の
異
常
時
に
も
す
ば
や
く

対
応
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、

誤
報
に
も
人
的
な
対
処
で
好
評
を
得
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
緊
急
通
報
の
事
例
は
少
な
い
が
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
安
否
確
認
の
優

し
い
声
掛
け
が
、
高
齢
者
の
安
心
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

ま
た
、
安
否
確
認
は
、

一
二
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
わ

せ
、
そ
れ
ま
で
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ

l
が
行

っ
て
い
た
が
、
ヘ
ル
パ

l
は
訪
問
介
護
に

従
事
す
る
た
め
、
村
内
に
四

O
名
委
嘱
し
た
保
健
推
進
委
員
が
、
電
話
等
に
よ
り

「健
や
か
コ

l
ル
」
と
称
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行

っ
て
い
る
。

福祉 ・厚生 ・保健衛生

在
宅
寝
た
き
り
老
人
等
介
護
手
当
支
給
事
業

在
宅
に
お
い
て
、
寝
た
き
り
老
人
等
を
常
時
介
護
し
て
い
る
者
に
、
平
成
三
年

一
O
月
よ
り
、
村
単
独
事
業
で
、
介
護
手
当
月
額
五，

0
0
0
円
を
支
給
し
、
介

護
者
へ
の
精
神
的
及
び
経
済
的
な
援
助
を
行
い
、
在
宅
福
祉
の
向
上
を
は
か
っ
て

いす匂
。

「寝
た
き
り
老
人
等
」
と
は
、
日
常
生
活
動
作
(
歩
行
・
排
池
・
食
事
・
入

浴

・
着
脱
衣
)
の
う
ち
、
全
介
助
が

一
項
目
以
上
、
及
び

一
部
介
助
が
二
項
目
以

上
あ
る
状
態
が
、
居
宅
に
お
い
て
六
か
月
以
上
継
続
し
て
い
る
、
六
五
歳
以
上
の

第 5編

者
と
、
六
五
歳
以
下
の
者
で
、
村
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
者
で
あ
る
。

「
介
護
者
」
と
は
、
寝
た
き
り
老
人
等
と
同
居
し、

生
計
を
同
じ
く
す
る
者
で
、

六
か
月
以
上
継
続
し
て
、
介
護
に
あ
た

っ
て
い
る
者
で
あ
る
。

平
成
五
年

一
月
か
ら
は
、
県
費
補
助
月
額
二
，
五

O
O
円
を
加
算
し
、
七
，
五

0
0
円
を
年
三
期
に
わ
け
で
支
給
し
て
い
る
。

支
給
対
象
は
、
寝
た
き
り
老
人
等
及
び
介
護
者
が
、
本
村
に
引
き
続
き

一
年
以

上
居
住
し
、
か
つ
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
、
又
は
、
外
国
人

登
録
し
て
い
る
場
合
に
、
介
護
者
に
対
し
支
給
し
て
い
る
。

平
成

一
五
年
四
月
の
支
給
対
象
者
・
:
八
人

在
宅
寝
た
き
り
老
人
等
紙
お
む
つ
支
給
事
業

村
内
に
居
住
す
る
在
宅
寝
た
き
り
老
人
等
に
対
し
、
平
成
三
年

一
O
月
よ
り
、

紙
お
む
つ
を
支
給
し
、
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
と
と
も
に
、
在
宅
福
祉

の
増
進
を
は
か
っ
て
い
る
。

支
給
対
象
は
、
六
五
歳
以
上
の
老
人
で
、
六
か
月
以
上
臥
床
の
状
態
に
あ
り
、

食
事

・
排
池
・
入
浴
の
い
ず
れ
か
が
自
力
で
で
き
な
い
者
と
、
六
五
歳
以
下
の
者

で
、
村
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
者
で
あ
る
。

紙
お
む
つ
は
、

一
か
月

一
二

O
枚
を
限
度
と
し
て
、
現
物
を
も
っ
て
支
給
す
る
。

但
し
、
村
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、

一
か
月
三
，

O
O
O
円
を
限
度
と

し
て
現
金
で
支
給
し
て
い
る
。

平
成

一
五
年
四
月
の
支
給
対
象
者
:・
一
二

人
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六
五
歳
い
き
い
き
人
生
節
目
の
つ
ど
い

人
生
八
O
年
時
代
に
お
い
て
、

六
五
歳
と
い
う
人
生
の
節
目
と
し
て
、
そ
の
年

に
六
五
歳
に
な
る
村
氏
が

一
堂
に
会
し
、
お
互
い
を
祝
う
と
共
に
、
新
た
な
第
三

の
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
切

っ
て
も
ら
う
趣
旨
で
、
平
成
五
年
度
か
ら
毎
年
、

一
O

月
中
旬
に

『六
五
歳
い
き
い
き
人
生
節
目
の
つ
ど
い
』
と
題
し
て
開
催
し
て
き
た
。

高
齢
者
年
金
支
給
事
業

平
成
六
年
三
月
に
施
行
さ
れ
た
、

高
齢
者
年
金
支
給
条
例
に
基
づ
き
、
毎
年

一

一一
月

一
日
を
基
準
日
に、

一
年
以
上
美
川
村
に
在
住
す
る
七
五
歳
以
上
の
村
民
に
、

等
し
く

一
万
円
の
高
齢
者
年
金
を
、

一
二
月
中
旬
に
支
給
し
て
き
た
。

65歳いきいき人生節目のつどい

対象者及び参加者数

高齢者年金支給一覧表
単位 :人、万円

米
寿
者
訪
問

そ
の
年
に
数
え
年
八
八
歳
米
寿
を
迎
え
る
村
氏
を
、
木
下
久
敬
村
長
自
身
が、

一
人
ひ
と
り
の
ご
自
宅
に
訪
問
し
、

表
彰
状
と
記
念
品
を
贈
り、

長
寿
を
祝
い
、

共
に
記
念
写
真
を
撮
影
し
て
い
る
行
事
を
継
続
し
て
い
る
。
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一
O
O
歳
祝
金
支
給
事
業

多
年
に
わ
た
り
、
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
し
て
こ
ら
れ
た
と
し
て
、
美
川
村

に
、
連
続
し
て

一
O
年
以
上
住
所
を
有
す
る
村
民
が
、

一
O
O歳
を
迎
え
た
と
き
、

一
O
O
万
円
の
祝
金
を
贈
っ
て
お
祝
い
す
る
た
め
、
平
成
四
年
に
条
例
制
定
し
、

六
年
度
か
ら

一一

年
度
ま
で
に
三
名
と
、

一
五
年
度
に
二
名
の
該
当
者
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。
誕
生
白
か
ら

一
週
間
以
内
に
、
木
下
村
長
と
村
議
会
議
長
が
ご
本
人

宅
等
を
訪
問
し
、
祝
詞
と
と
も
に
直
接
現
金

O
O
万
円
を
手
渡
す
と
、
皆

一
様

に
感
激
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。

福祉・ 厚生・保健衛生第 5編

100歳祝(藤崎タカヲさん)

100歳祝金受給者名簿

受給年度 氏名 住所 生年月日 {im 景J子

H. 6 小谷カメヨ 有枝 M.27.12.21 H.11. 8.24逝去

11 竹中タカヨ 一一一-・ 』J'Vノzミt中'5 M.33. 1.10 H.14. 1. 8逝去

13 沼田ハルミ 大 川 M.35. 3.15 H.14. 4.27逝去

15 藤"時タカヲ 長瀬 M.36.12. 6 

1/ |中野寅恵 水押 M.37. 2. 1 

順位愛媛県

369人

24.75人

全国

17，934人
14.09人

参考)

7位

100歳以上人口

人口10万人に対する長寿者数

注)厚生労働省老健局計画課調(平成14年9月1日現在)

老
人
ク
ラ
ブ

村
老
人
ク
ラ
ブ
は
、
地
域
公
民
館
単
位
に
、
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
が
六
ク
ラ
ブ
あ

り
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
た
村
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
は、

会
員
数
三
O
六
人
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
(
平
成

一
五
年
四
月
現
在
)

高
齢
化
に
よ
っ
て
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
増
加
し
て
い
る
半
面
、
会
員
は

前
期
高
齢
者
の
加
入
が
少
な
く
、
逆
に
会
員
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

老
人
ク
ラ
ブ
の
主
な
活
動
と
し
て
は
「
ク
ロ
ッ
ケ
l
」
「
ゲ
l
ト
ボ

l
ル
」
等
、

軽
ス
ポ
ー
ツ
を
普
及
さ
せ
、
健
康

M

つ
く
り
を
推
進
し
、
又
、
村
高
齢
者
大
学
に
参

加
し
て
、
教
養
と
生
き
が

い
同
つ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
他
、
お
年
寄
り
と
子
ど
も
の
談
話
室
事
業
を
通
し
て
、
世
代
間
交
流
に
よ

る
伝
承
活
動
や
、
神
社
・
仏
閣
等
へ
の
社
会
奉
仕
活
動
を
進
め
て
い
る
。

な
お
、
ク
ラ
ブ
の
育
成
費
と
し
て
、
村
か
ら
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
ヘ
四
二
万
円
、

村
老
連
ヘ
三
二
万
円
、
合
計
七
四
万
円
を
補
助
し
て
い
る
。
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老
人
ク
ラ
ブ
会
長

一一一一一一
年

五四 =二一 O 九八七
度

田 西 高菅
村ー

中 谷 木
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 老

久 利 松太 米
連

ヌj丈 夫 郎吉

rm 
仕

木
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 七

松太郎 JII 

1TI木メヤ キf 木
東

原 上 山
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 

J王，主、、 数
JlI 

横 次 清

西 大
美

谷 上
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ JII 

利 重
西

夫 秋

田 高
美

中 市宮
1/ /ノ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ J 11 

久 二臣土叉ニ

南
水 J=Oと、

松 畝 松菅
黒

日=1 田
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ H茶

j支 繁 茂米
JII 

美 Mt 美古

7Iさ1C 針I

倉
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 

弘
3係2ヒ5ム

平 ;選

年
度
別
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数

一一一一一一
五四 三二-0 九八七

一一一一一一 一 一
二一 二 o0 一 九 三 四 男
三 八 一 六五五 二 八八

一一一一 一 一
一 一一

八八五九九一 九 O 八 一 二 女
三 九 二 八五八四 六

一 一 一 一 一 一一
一一一一一一一一一o 0 一 九 O 二 八五七 計
六七六九 三 O 一二 四

一一一一一一一一一 一--'-/、、
， ， ， ， ， ， ， ， ， 

歳以上0 
一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一

九 一 一 o0 九六六 三
六 四七八四 =0二 九

一一一一一 一 一 一
加入一 一一一一一一 一一

コ三 四 二三 四 二 七 O

(-法%rZ ) 
六匹10 九 二 七 三 九 二

単
位
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数

二 黒美西東仕

箆藤 川 川 七 ク
老 川 南寿老 川
人老老 人老 フ

ク人人楽ク人 フ
クク ク

名
フララ フラ

ブブブ会ブフ

一一二一一 四 7日ヨ1 

七 三 九 一三 O

}¥ ー- __.. __.. _.I_.. 女一一 一一 一一 /¥ 
一 九 三 四 三 o 1m 

。四四五 =二 0
/¥ 六六 三 四 三 四
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八

身
体
障
害
者
福
祉

本
村
の
身
体
障
害
者
は
、
障
害
の
重
度
化
・
重
複
化
に
よ
り
、
常
時
介
護
・
看

護
が
必
要
な
障
害
者
、
及
び
重
度
心
身
障
害
者
医
療
該
当
者
が
増
加
す
る
傾
向
に

あ
り
、
ま
た
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
障
害
を
持
つ
人
が
増
加
し
て
い
る
。

平
成

一
五
年
四
月
か
ら
は
、
障
害
者
自
ら
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、
事
業

者
と
の
対
等
な
関
係
で
契
約
を
結
び
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
支
援
費
制
度
が
で

き
、
障
害
者
福
祉
の
充
実
に
努
め
て
い
る
。

身
体
障
害
者
福
祉
協
会
の
会
員
は
、

三

O
人
前
後
で
推
移
し
、
平
成

一
五
年

一

O
月
現
在
、
二
六
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
高
齢
と
病
弱
な
た
め
、
役
員
選
出
も
困

難
で
、
活
動
に
参
加
で
き
る
人
が
減
少
し
て
い
る
。

本
協
会
に
は
、
育
成
会
費
と
し
て
、
村
か
ら
年
額

一
O
万
円
が
補
助
さ
れ
て
い

ず匂
。身

体
障
害
者
手
帳
交
付
者
は
、
平
成
六
年
四
月
で
は
九
六
人
、

O
月
で
は

一
三
六
人
と
な
っ
て
い
る
。

平
成

一
五
年

一

身
体
障
害
者
福
祉
協
会
会
長

福祉・厚生 ・保健衛生

八高高土
氏

石橋岡居

春通 敏
名

男夫力男

一
一 九七四

期

四四四四

現 一
一 九七

在
間

一一一一一 一 一

第 5編

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
者

平
成

五
年

0 
月

日
現
在

A 口

内 肢 音 聴 視

部 体 声 覚 覚 障

不 主E主コ主

障 自 言 障障 別

計
害 由語 害 害

七 一一 一 一 一
男

四 九 三一 o-

一ノ、、 一一 一 女
一 七 O 四 0

一 コ 七
一_L. o 0 一 四 一/¥ 

九

戦
争
犠
牲
者
の
援
護

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
援
護
に
つ
い
て
は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
を
基
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
援
護
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
一
一
年
施
行
の
、

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
、
第
七
回
特

別
弔
慰
金
国
庫
債
券
(
戦
没
者

一
人
に
対
し
て
二
四
万
円
、
六
年
償
還
)
が
、
該

当
者
の
五
人
に
交
付
さ
れ
た
。

平
成

一
五
年
施
行
の
、
戦
没
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
、
及
び
戦
没
者
の

父
母
等
に
対
す
る
、
特
別
給
付
金
支
給
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
、
該

当
者
へ
の
受
給
を
進
め
て
い
る
。

戦
没
者
慰
霊
祭

遺
族
会
主
催
に
よ
り
、
会
員
に
よ
る
慰
霊
祭
を
四
年
に

一
度
、
役
員
に
よ
る
慰

霊
参
拝
を
二
年
に

一
度
、
そ
れ
ぞ
れ
愛
媛
県
護
国
神
社
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
。

平
成

一
四
年

一
O
月
に
実
施
し
た
慰
霊
祭
で
は
、
村
の
援
助
に
よ
り
、
村
長
・

地
元
県
議
会
議
員

・
村
議
会
議
長
・
同
文
教
厚
生
委
員
長
及
び
遺
族
会
長
以
下
五

二
人
の
会
員
が
参
加
し、

英
霊
に
対
し
慰
霊
を
行
い
、
終
了
後
ホ
テ
ル
奥
道
後
に
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お
い
て
懇
談
会
を
行

っ
た
。

村
戦
没
者
追
悼
式

村
主
催
に
よ
り
、
四
年
に

一
度
、
村
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
実
施

し
て
い
る
。

平
成

一
二
年

一
O
月
実
施
の
追
悼
式
で
は
、
多
数
の
来
賓

・
村
内
各
機
関
代
表

者
及
び
遺
族
会
長
以
下
会
員
等
、
関
係
者

一
二

O
人
が
参
列
し
、
村
内
三
六

O
柱

の
英
霊
に、

謹
ん
で
追
悼
の
意
を
捧
げ
厳
粛
に
挙
行
さ
れ
た
。

村

遺

族

会

村
遺
族
会
は、

会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
、
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
現
在

一
一
二

人
が
加
入
し
、
戦
没
者
遺
族
の
処
遇
改
善

・
福
祉
増
進
・

遺
族
相
互
の
修
養

・
親

睦
等
の
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

本
会
に
は
、
村
か
ら
年
額

一一

万
円
を
援
護
し
て
い
る
。

遺
族
会
長
は、

平
成
五
年
度
j

一
四
年
度
が
大
上
重
秋
氏
、
平
成

一
五
年
度

i

現
在
が
山
田
需
雄
氏
と
な

っ
て
い
る
。

。
社
会
福
祉
協
議
会

平
成
四
年
に
法
人
化
さ
れ
た
、
社
会
福
祉
法
人
美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会
は
、

ホ
l
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
独
居
老
人
宅
の
訪
問
や
、
ま
ご
こ
ろ
銀
行
の
予
算
に
村

の
補
助
を
受
け
て
、
福
祉
パ
ス
運
行
事
業
等
の
独
自
の
事
業
の
ほ
か
、
村
等
か
ら

の
委
託
に
よ
り
、
心
配
事
相
談
事
業
や、

一
0
年
度
か
ら
は
、
職
員
も
増
員
し
て

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
等
を
行
い
、

二
一
年
度
か

ら
は
、
介
護
保
険
に
あ
わ
せ
た
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
も
実
施
し
て
い
る
。

一
三
年
九
月
二
五
日
に
、
愛
媛
県
知
事
の
認
可
を
受
け
て
、
定
款
変
更
を
行
い
、

社
協
の
役
員
は
、
理
事
が

一
O
名
か
ら
七
名
に
、
評
議
員
は
二
一

名
か
ら

一
五
名

に
減
員
し
た
。
監
事
は
そ
れ
ま
で
同
様
二
名
と
し
た
。

一
六
年
八
月

一
日
に
予
定
さ
れ
る
、
上
浮
穴
四
町
村
に
よ
る
町
村
合
併
と
同
時

に
、
社
会
福
祉
法
に
よ
り
、

合
併
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
既
定
さ
れ
て
お

り
、
四
町
村
社
協
合
併
に
向
け
て
、
現
在
準
備
中
で
あ
る
。
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福
祉
パ
ス
運
行
事
業

近
年
、
本
村
に
お
い
て
も
、
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
独
居
高
齢
者
・
高
齢
者
夫

婦
世
帯
等
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
中
の
問
題
と
し
て
、
村
民
の
交
通
の
利
便

性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
社
会
福
祉
法
人
美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会
が
、
村
よ
り
委
託
を
受
け
、

有
限
会
社
美
川
タ
ク
シ
ー
代
表
取
締
役
篠
崎
豊
氏
と
の
間
で
、
ワ
ゴ
ン
車

(

一
O

人
乗
り
)
運
行
委
託
契
約
を
締
結
し
、

平
成
四
年
四
月
よ
り
、

福
祉
パ
ス
の
運
行

を
開
始
し
た
。

現
行
の
契
約
額
は
、
年
額
六

O
O
万
円
で
あ
る
。

村
内
各
集
落
住
民
の
、
交
通
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
運
行
起
点
は
、

大
川
上
組
・
藤
社
・
程
野
・

長
崎

・
水
抑
・
横
山
・
竹
谷

・
ト
ロ
メ
キ
・

本
組

中
・
仕
出
と
な
っ
て
お
り
、
起
点
か
ら
役
場
に
至
る
聞
を
週

一
回
、
午
前
の
往
路
、

午
後
の
復
路
を
各
二
回
運
行
し
て
い
る
。

利
用
者
が
多
く
、
定
員
を
オ
ー
バ
ー
す
る
場
合
は、

営
業
タ
ク
シ
ー
等
を
借
り

上
げ
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

土
曜
日

・
日
曜
日
・
祝
日

・
年
末
年
始
は
運
休

と
な
っ
て
い
る
。

一
般
利
用
者
の
運
賃
は、

一
回
に
つ
き
二
O
O
円
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
・

母
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
・
療
育
手
帳
・
身
体
障
害
者
手
帳

・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
該
当
者
は
、
無
料
と
な

っ
て
い
る
。

福祉・厚生 -保健衛生第 5編

福祉パス乗車状況 (平成14年度)

月 往路有料 往路無料 往路計 復路有料 復路無料 復路計 総計 運行日数 一日平均

4月 8 220 228 5 131 136 364 21 17.3 

5月 12 220 232 7 133 140 372 21 17.7 

6月 13 202 215 4 131 135 350 20 17.5 

7月 6 219 225 5 129 134 359 23 15.6 

8月 13 218 231 6 133 139 370 22 16.8 

9月 11 178 189 4 113 117 306 19 16.1 

10月 10 196 206 1 125 126 332 22 15.1 

11月 15 184 199 4 105 109 308 20 15.4 

12月 11 172 183 5 108 113 296 19 15.6 

1月 9 150 159 3 92 95 254 19 13.4 

2月 12 162 174 5 98 103 277 19 14.6 

3月 9 172 181 4 91 95 276 20 13.8 

総計 129 2，293 2，422 53 1，389 1.442 3，864 245 
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第
二
章

保
健
・
衛
生

第
一
節

保
健
医
療
施
設

本
村
の
保
健
施
設
と
し
て
は
、
平
成
一

0
年
度
に
新
設
し
た
、
福
祉
・
保
健
セ

ン
タ
ー
み
か
わ
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
(
第
四
節
五
)
す
る
こ
と

に
し
て
、
こ
こ
で
は
医
療
施
設
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

医
療
施
設
は、

美
川
村
診
療
所
と
し
て
、
旧
御
三
戸
橋
を
渡
っ
て
、
農
協
御
三

戸
支
所
の
前
で
診
療
し
て
い
た
が
、
施
設
の
老
朽
化
と
共
に
、
駐
車
場
が
な
い
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
旧
役
場
の
跡
地
に
、
平
成
四
年
度
に
新
築
し
現
在
に
い
た
る

『み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
』
と
、
役
場
横
に
美
川
村
歯
科
診
療
所
が
あ
る
。
ま
た
、

開
業
医
で
は
、
有
枝
で
診
療
を
続
け
る
伊
藤
医
院
(
伊
藤
蔦
子
院
長
)
が
あ
る
。

医
療
法
人

み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
み
か
わ
ク
リ
ニ

ッ
ク
は
、
豊
田
茂
樹
院
長
が
理
事
長
を
つ
と
め
る

法
人
格
を
持
っ
た
医
療
施
設
と
し
て
、
平
成
四
年
に
現
在
地
に
開
設
し
た
。
施
設

設
備
は
、

美
川
村
が
建
設
整
備
し
、
医
療
法
人
み
か
わ
ク
リ
ニ

ッ
ク
に
無
償
で
貸

し
付
け
、
経
営
は
借
主
の
責
任
で
行
い
、
万
一

一
定
の
収
益
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
村
が
補
償
金
を
業
務
委
託
料
と
し
て
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

『美
川
方

式
」
で
開
業
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
今
ま
で
に

一
度
も
補
償
の
対
象
に

は
な

っ
て
い
な
い
。

床
の
ベ
ッ
ド
を
設
置
し
て
い
た
が
、
常
に
満
床
で
待
機
者
も
い
る
状
態
の

一
四
年
度
に
、
院
長
住
宅
を
別
棟
に
新
築
し
、

一
五
年
度
に
お
い
て
、
ク

た
め
、

リ
ニ
ッ
ク
二
階
の
院
長
の
住
宅
部
分
を
病
室
に
改
造
し
て
、
診
療
所
と
し
て
は
限

度
で
あ
る

一
九
床
ま
で
八
床
の
増
床
を
行

っ
た
。
ま
た
、
タ
イ
ミ
ン
グ
も
良
く
、

県
当
局
の
ご
配
慮
に
よ
り
、
療
養
ベ
ッ
ド
も
六
床
増
床
し
て
、
計

一
四
床
ま
で
認

め
て
も
ら

っ
た
。

さ
ら
に
、

C
T
装
置
、
超
音
波
診
断
装
置
や
電
子
内
視
鏡
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を

行
い
、
初
期
診
療
の
充
実
を
図
っ
た
。

一
四

年

度

工

事

名

み

か

わ

ク
リ
ニ

ッ
ク
医
師
住
宅
等
新
築
工
事

木
造
平
屋
建

九

二

・
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二
三
，
一
O
O
，
O
O
O
円

四
国
建
築
設
計
事
務
所

代
表
取
締
役

山
下

肇

山
本
建
設
株
式
会
社

代

表

取

締

役

山
本

太

平

み
か
わ
ク
リ
ニ

ッ
ク
改
修
工
事

五
七
，
七
九
五
，

一
五

O
円

黒
川
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
川
照
勇
喜

工
事
費

設
計
業
者

施
工
業
者

一
五
年
度

工
事
名

工
事
費

施
工
業
者
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美
川
村
歯
科
診
療
所

役
場
の
横
隣
で
診
療
し
て
い
る
が
、
毎
週
火
・
金
曜
日
は
面
河
村
の
診
療
日
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
両
日
は
本
村
の
患
者
は
診
療
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い

っ
た
欠

点
も
あ
り
、

二
二
年
か
ら
は
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
同
様
の
業
務
契
約
に
よ
り
、
補
償

金
の
支
払
を
行

っ
た
。

施
設
は
、
老
朽
化
と
芸
予
地
震
の
被
災
も
あ
り
、

一階
建
を
新
築
し
た
。

工
事
名

一
四
年
度
に
お
い
て
、
木
造

美
川
村
歯
科
診
療
所
新
築
工
事

木
造
二
階
建

一
七
三

・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル



工
事
費

設
計
業
者

四

一
，
三
O
七，

O
O
O
円

四
国
建
築
設
計
事
務
所

代
表
取

締

役

山

下

肇

黒
川
建
設
株
式
会
社

代
表

取

締

役

黒
川
照
勇
喜

施
工
業
者

みかわクリニック医師住宅

福祉・厚生・保健衛生

民
間
医
療
施
設
(
開
業
医
)

第 5編

昭
和
三
二
年

一
月
か
ら
、
有
枝
河
口
に
開
業
し
て
以
来
、
今
日
で
は
民
間
の
開

業
医
は
、
伊
藤
医
院
・
伊
藤
蔦
子
医
師
の
み
と
な
っ
た
。
現
在
も
お
元
気
で
ご
活

躍
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成

二
二
年
二
月
に
、
国
内
外
の
困
難
な
環
境
で
、
長

年
に
わ
た
り
、
地
域
医
療
な
ど
に
貢
献
し
て
き
た
医
療
関
係
者
と
し
て
、
読
売
新

聞
社
主
催
の
愛
媛
県
医
療
功
労
者
賞
を
受
賞
す
る
と
と
も
に
、

三
月
に
、
東
京
・

帝
国
ホ
テ
ル
(
富
士
の
間
)
に
お
い
て
、
第
二
九
回
医
療
功
労
者
賞
の
全
国
表
彰
が

お
こ
な
わ
れ
、
八

O
歳
の
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
元
気
で
上
京
受
賞
さ
れ
た
。

第
二
節

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
事
業

国
民
健
康
保
険
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
は、

急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
・
医

療
技
術
の
高
度
化
・
疾
病
構
造
の
多
様
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
に
加
え
、
経
済

の
低
迷
が
長
期
化
す
る
に
お
よ
び
、

一
段
と
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
国
に
お
い
て
は
健
康
増
進
法
が
制
定
さ
れ
、
国
民
の
健
康

づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る

「健
康
日
本
こ

こ

に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
近
年
で
は
、
健
康
保
険
法
等
の

一
部
改
正
や
、
診
療
報
酬
体
系
の
見
直
し
、

平
成

二
一
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
の
創
設
等
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
国
保
制

度
基
盤
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

本
村
の
国
民
健
康
保
険
の
財
政
状
況
と
し
て
は
、
平
成

一
五
年
度
の
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
は、

三
億
二
，
二

O
O万
円
で
、
こ
の
う
ち
保
険
税
が

約

一
七
%
、
国
庫
金
が
五
三
%
、
繰
入
金
が

二
ハ
%
を
占
め
て
い
る
。

近
年
の
保
険
給
付
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

一
般
被
保
険
者
、
退
職
者
医
療
該
当

者
と
も
横
ば
い
状
態
と
な

っ
て
い
る
が
、
老
人
医
療
受
給
者
の
保
険
給
付
は
、

年
々
増
加
傾
向
が
強
く
、
近
年
で
は
、
若
人
の
医
療
費
に
比
べ
て
、
約
三
倍
と
相

当
高
い
水
準
に
あ
る
。
こ
の
最
も
大
き
な
要
因
は
、
受
診
率
の
高
さ
で
あ
り
、
高

齢
者
数
の
増
加
で
あ
る
。
老
人
医
療
費
の
増
加
の
内
訳
を
見
る
と
、
生
活
習
慣
病

に
関
す
る
も
の
の
影
響
が
大
き
く
、
今
後
、
こ
の
老
人
医
療
費
の
増
加
を
知
何
に

抑
え
る
か
が
、
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
き
て
い
る
。

国
保
財
政
の
健
全
運
営
を
続
け
て
い
く
た
め
に
も
、
効
果
的
な
保
健
事
業
の
推

進
は
急
務
で
あ
り
「
健
康
寿
命
の
延
伸
」
「
生
活
習
慣
の
見
直
し
と
向
上
」
を
目
的

と
し
た
「
住
民
参
加
の
健
康
明
つ
く
り
」
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
村
民
が
、

健
康
に
対
す
る
意
識
を
高
め
て
、
医
療
費
の
抑
制
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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年度

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

(人)

1，100 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

。

国保世帯数

出荷

732 

741 

742 

753 

737 

731 

735 

744 

740 

、.

国民健康保険加入状況の推移

国保被保険者
恥。ノ也5、 4災1<んx. 

一般被保|演者

人 人

1，532 963 

1，500 910 

1，464 854 

1，449 828 

1，424 756 

1，405 730 

1，394 667 

1.396 653 

1，402 628 

被保険者数の推移

1 量、

、¥

Eι 
・-~

、 ¥• 

退職者医療該当者

人

82 

92 

94 

105 

98 

103 

121 

122 

125 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(年度)

老人医療受給者

人

486 

498 

516 

529 

570 

579 

606 

622 

649 

一般被保険者

退職者医療該当者
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(円)

一一一一一~一、
平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度

一 般被保険者 142，291 164，223 149，254 125，418 116，806 

退職 者医療 該当者 21，704 19，997 21，447 31，357 34，539 

老人医療 対 象 者 292，951 253，880 320.497 329.353 368，130 

計 163.995 184，220 170，701 156，775 151.345 

1人当たりの保険給付額 298，268 292.076 335.518 335，492 

1人当たり 保 険税額 46，861 44，843 41，894 43，647 43，007 

保険給付額(保険者負担額)集計表

一一一一一一ーー
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

一 般被保険 者 160.180 127，382 137，136 121，608 

退職者医療該 当 者 25，265 33，984 29，745 24.348 

老人医療対 象 者 373，506 367，057 342，328 402，940 

1人当たりの保険給付額 397，830 379，070 364，763 391，509 

1人 当 た り保険税額 40，774 41，274 43，336 42，629 

保険給付費の推移

(千円)

450，000 

400，000 

350，000 

300，000 

一般被保険者

→・-退職者医療該当者

寸ト 老人医療対象者

250，000 

_.ι 
200，000 

150，000 ---. 
100，000 

50，000 

平
成
14 
年
度

(年度)

平
成
日
年
度

平
成
ロ
年
度

平
成
日
年
度

平
成
凶
年
度

平
成

9
年
度

平
成

8
年
度

平
成

7
年
度

平
成

6
年
度

。
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老
人
医
療
事
業

老
人
医
療
制
度
は
、
昭
和
五
八
年
老
人
保
健
法
の
制
定
に
と
も
な
い
、
老
人
に

医
療
費
の

一
部
負
担
を
も
と
め
る
と
と
も
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が

一
定
の
負

担
を
行
い
、
ま
た
、

各
医
療
保
険
者
が
公
平
に
拠
出
す
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
割
合
は
、
別
表
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

本
村
で
は

「老
人
保
健
特
別
会
計
」
予
算
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
平
成

一
五
年

度
の
予
算
額
は、

五
億
六
千
万
円
と
な

っ
て
い
る
。

平
成

一
四
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
老
人
医
療
の

一
部
負
担
金
は、

定
率

一
割
が

徹
底
さ
れ
、
ま
た
、

現
役
世
代
と
同
等
以
上
の
収
入
が
あ
る

一
定
以
上
所
得
者
に

は、

二
割
負
担
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
、

特
に
低
所
得
者
に
配
慮
し
た
、
高
額
医
療
費
制
度
の
改
正
も
行
わ
れ
た
。

一
方
、
老
人
医
療
の
受
給
対
象
年
齢
が
、
従
来
の

「七
O
歳
以
上
」
か
ら
「
七

五
歳
以
上」

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
(
平
成
七
年
九
月
三
O
日
以
前
生
ま
れ
の
人

や
、
六
五
歳
以
上
で
障
害
認
定
を
受
け
た
人
は
、
七
五
歳
未
満
で
も
対
象
者
と
な

る
。)

本
村
の
受
給
対
象
者
は、

七
五
八
人
(
平
成

一
五
年
七
月
末
現
在
)
で
、

全
住

民
の
=
二

・
七

%
で
あ
る
。

急
速
な
高
齢
化
に
よ

っ
て
、
国
民
医
療
費
は
増
加
し
て
い
る
が
、

医
療
保
険
制

度
の
安
定
的
運
営
の
た
め
に
は
、
制
度
の
総
合
的
な
改
革
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。

千円)

歳 入 歳 出

項 目 金額 項 目 金額

支払基金交付金 346，921 務 費 1，148 

国庫支 出 金 99，963 医 療諸 費 501，134 

県 支 出 金 26，022 償 還 金 965 

;最 入 金 43，583 

繰 越 金 4，842 

メ口入 計 503.247 
メ口h、 計 521，331 差 別 繰 越 金 18，084 I 

平成14年度老人保健特別会計 (決算見込)

(単位

老人医療費負担額

対象 年 月 拠出金
ノムヘ¥ 費

医| 都道府県 市'"l村
~平成14年 9月 70% 30% 20% ( 2/ 10) 5% (0.5/ 10) 5% (0.5/ 10) 

平成14年10月 ~15年 9月 66% 34% 22.66% (136/600) 5.66% ( 34/600) 5.66% ( 34/600) 

平成15年10月 ~16年 9月 62% 38% 25.33% (152/600) 6.33% ( 38/600) 6.33% ( 38/600) 

平成16年10月 ~17年 9月 58% 42% 28.00% (168/600) 7.00% ( 42/600) 7.00% ( 42/600) 

平成17年10月 ~18年 9月 54% 46% 30.66% (184/600) 7.66% ( 46/600) 7.66% ( 46/600) I 

平成18年10月~ 50% 50% 33.33% ( 4/ 12) 8.33% ( 1/ 12) 8.33% ( 1/ 12) 
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第
三
節

介
護
保
険
制
度

目
的
と
基
本
理
念

急
速
な
高
齢
化
の
進
展
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
の
高
齢
者
の
急
増
、
家
族
の
介
護

機
能
の
変
化
な
ど
か
ら
、
高
齢
者
介
護
問
題
は
、
老
後
の
最
大
の
不
安
要
因
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、

老
人
福
祉
と
老
人
保
健
の
二
つ

の
異
な
る
制
度
の
下
で
提
供
さ
れ
て
い
た
た
め
、
利
用
手
続
や
利
用
者
負
担
の
面

で
不
均
衡
が
あ
り
、
総
合
的
・
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

た
。

福祉・厚生・保健衛生

ま
た
、

①
老
人
福
祉
制
度
に
つ
い
て
は
、
行
政
が
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
・
提
供
機
関
を
決

め
る
た
め
、
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
自
由
に
選
択
で
き
な
い
。

②
老
人
保
健
制
度
に
つ
い
て
は
、
介
護
を
主
た
る
目
的
と
す
る
、

一
般
病
院
へ

の
長
期
入
院
が
生
じ
て
い
る
な
ど
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
非
効
率
に
提
供
さ
れ

て
い
る
面
、
が
あ
る
。

な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

介
護
保
険
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
両
制
度
を
再
編
成
し
、
国
民
の
共
同
連
帯
の
理

念
に
基
づ
き
、
給
付
と
負
担
の
関
係
が
、
明
確
な
社
会
保
険
方
式
に
よ
り
、
社
会

全
体
で
介
護
を
支
え
る
新
た
な
仕
組
み
を
創
設
し
、
利
用
者
の
選
択
に
よ
り
、
保

健
・
医
療
・
福
祉
に
わ
た
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
、
総
合
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
、
平
成

一
二
年
四
月

一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
創
設
は
、
介
護
を
医
療
か
ら
切
り
離
す
と
と
も
に
、

医
療
に
つ
い
て
は
、
医
療
供
給
体
制
を
含
む
総
合
的
か
つ
抜
本
的
な
医
療
制
度
の

改
革
を
実
施
し
、
治
療
と
い
う
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

第 5編

社
会
保
障
構
造
改
革
の
第

一
弾
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

被

保

険

者

介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
は、

第

一
号
被
保
険

者
と
第
二
号
被
保
険
者
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

①
第
一
号
被
保
険
者

市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
六
五
歳
以

上
の
者

②
第
二
号
被
保
険
者

市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
四

O
歳
以

上
六
五
歳
未
満
の
医
療
保
険
加
入
者

た
だ
し
、
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
に
入
所
し
、
住

所
を
施
設
所
在
地
の
市
町
村
に
変
更
し
た
場
合
、
そ

の
被
保
険
者
は
、
住
所
変
更
前
の
市
町
村
の
被
保
険

者
と
な
る
。
(
住
所
地
特
例
)

本
村
に
お
い
て
は
、
若
い
世
代
の
第
二
号
被
保
険

者
は
減
少
を
続
け
、
逆
に
高
齢
の
第

一
号
被
保
険
者

は
増
加
し
続
け
て
お
り
、

高
齢
化
の
実
態
を
顕
著
に

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

三立
五乙

給

者

本村における介護保険被保険者の推移

各年4月1日現在

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

第1号被保険者 1，018 1，051 1，067 1，092 

第2号被保険者 871 816 764 716 

住所地特例者 12 11 10 11 

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
の
み
が
、

保
険
給
付
(
介
護
サ
ー
ビ
ス
)
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

市
町
村
は
、
被
保
険
者
が
保
険
給
付
を
受
け
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か

265 



を
判
断
す
る
た
め
、

受
給
者
の
認
定
を
行
う
。

こ
れ
を

「要
介
護
認
定
」

ま
た
は
「
要
支
援
認
定
」
と
い
い
、
そ
の
結
果
は
、

被
保
険
者
の
心
身
等
の
状
況
に
よ
り
、
以
下
の
区
分
に
分
け
ら
れ
る
。

状態区分 J心 身 の 状 白，._，色ρ の {列

非 該当
特に、 身の回りの介助を必要としない状態。(保険給付は受けられ

ない)

要支援
食事や排11liはほとんど 自分1人でできる が、 清掃な ど身の回りのt!!

話の一部に何らかの介助が必要な状態。等

食事やiJI:11liはほとんど 自分1人でできる が、 身だ しなみや清掃な ど

要介護 l 身の回りの世話に何らかの介助が必要な状態。立ち上がり 等に支え が

必要。等

要介護 2
食事や排池に何らかの介助が必要なことがあり、 身の回りの世話の

全般に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。等

要介護 3
排池や身の回りの世話、立ち上がり 等が自分1人でできない。歩行

等が自分1人でできないことがある。等

排池や身の回りの世話、立ち上がり 等がほとんどできない。歩行が

要介護 4 自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがあ

る。等

食事や羽jo1lli、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどでき

要介護 5 ない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある 。

等

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
は
、
被
保
険
者
の
意
思
に
基
づ

い
て
利
用
す
る
、
サ
ー

ビ
ス
を
選
択
・
決
定
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
保
険
給
付
を

受
け
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
被
保
険
者
は、

あ
ら
か
じ
め
保
険
給
付
を
受
け
る

た
め
の
「
要
介
護
認
定
申
請

(要
支
援
認
定
申
請
)」

を
行
い
、
市
町
村
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

本
村
の
要
介
護

・
要
支
援
認
定
者
も
増
加
を
続
け
て
お
り
、

今
後
も
こ
の
傾
向

が
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

要
支
援
、
要
介
護

一
と
い

っ
た
比
較
的
軽
度

な
認
定
者
の
比
率
が
高
い
の
も
本
村
の
特
徴
で
あ
る
。
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本村における介護保険認定者数の推移

各年4月1日現在

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

要 支 援 17 29 41 54 

要 介護 1 14 25 36 44 

要 介護 2 14 16 26 16 

要 介護 3 17 17 22 26 

要 介護4 14 16 15 13 

要 介護 5 16 19 26 32 

メ仁bl、 92 122 166 185 



四

介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
に
よ
り
給
付
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は

l
ビ
ス
」
に
大
別
さ
れ
る
。

①
居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

「居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
施
設
サ

福祉 -厚生 -保健衛生

訪
問
入
浴
介
護

・
訪
問
看
護

・
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

・
居
宅
療
養
管

理
指
導

通
所
リ
ハ
ビ
リ
・

短
期
入
所
生
活
介
護

・
短
期
入
所
療
養
介
護

・

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

・特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

福
祉
用
具
貸
与

・
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
・
住
宅
改
修
費
の

支
給

②
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
老
人
福
祉
施
設
(
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
)

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
療
養
型
医
療
施
設

本
村
で
は
、
訪
問
介
護
(
ホ

l
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
)
、
通
所
介
護

(
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
)
、

居
宅
介
護
支
援
(
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
に
よ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
)

の
三
事
業
に
つ
い
て
、

美
川
村
が
、
介
護
保
険
事
業
者
の
認
可
申
請
を
行
い
、
愛

媛
県
知
事
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
。
そ
し
て
、

美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託

し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
よ
り
、
介
護

療
養
型
医
療
施
設
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
可
能
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
村
単
独
で
実
施
す
る
だ
け
の
基
盤
整
備
は

で
き
て
い
な
い
が
、
介
護
支
援
専
門
員
等
の
努
力
に
よ
り
、
本
村
に
も
民
間
事
業

者
が
参
入
し
て
い
る
た
め
、
制
度
施
行
当
初
と
比
較
す
る
と
、
幅
広
い
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

利
用
の
実
態
と
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
制

度
の
浸
透
に
伴
い
、
増
加
し
続
け
て
い
る
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
は
、
満
床
に
な

っ

通
所
介
護

支
援
活
動

第 5編

て
い
る
施
設
も
多
く
、
入
所
待
機
の
状
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

本村の居宅サービス受給者の推移

各年5月末現在

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

要 支 援 15 16 32 41 

要介 護 1 10 22 24 27 

要 介 護 2 9 12 10 10 

要介 護 3 10 11 12 12 

要介 護 4 3 6 4 5 

要介 護 5 4 5 5 8 

企に入I 51 72 87 103 

現
在
は

各年5月末現在

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

介護老人福祉施設 10 10 9 10 

介護老人保健施設 5 7 10 9 

介護療養型医療施設 12 11 19 15 

メ口入 27 28 38 34 

本村の施設サービス受給者の推移
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五

介
護
保
険
料

介
護
保
険
制
度
は

「社
会
全
体
で
介
護
を
支
え
る
」
制
度
で
あ
る
た
め
、
被
保

険
者
は
す
べ
て
、
保
険
料
を
負
担
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
保
険
料
に
よ
り
、
介

護
給
付
費

(介
護
費
用
か
ら
利
用
者
負
担
を
引
い
た
額
)
の
五
O
%
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

六
五
歳
以
上
の
、
第

一
号
被
保
険
者
が
納
付
す
る
介
護
保
険
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
、
無
理
の
な
い
負
担
と
な
る
よ
う
、
以
下
の
通
り

五
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。

所得段階 課税状況等の要件 負担率

。生活保護受給者

第 1段 階
0老齢福祉年金受給者

基準額XO.5
で、住民税世帯非課

税の者

第2段階
0世帯全員が住民税~ I;:

基準額XO.75
課税

第3段 階 0本人が住民税非課税 基準額

0本人が住民税非課税

第4段 階 で、合計所得金額が 基準額X1.25

200万円未満

0本人が住民税非課税

第5段 階 で、合計所得金額が 基準額X1.5

200万円以上

ま
た
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
介
護
給
付
の
費
用
及
び
高
齢
者
数
等
の
実
情

に
応
じ
て
、
各
市
町
村
ご
と
に
設
定
し、

三
年
ご
と
に
見
直
し
を
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

本
村
に
お
い
て
も
、
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
定
め
た
保
険
料
率
に
よ

り
、
平
成

二
一
年
度
か
ら
徴
収
を
行
い
、
見
直
し
に
よ
り
、

平

成

五

年

度

か
ら
、

新
し
い
金
額
に
よ
る
保
険
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

本村の第1号被保険者介護保険料

平成12年度-14年度 平成15年度~ 差額 (増額分)

所得段階 月 客員 年額 月 客員 年額 月 音質 年額

第1号段階 1，203.5 14，442 1，615 19，380 412 4，938 

第2号段階 1，805.25 21，663 2，422.5 29，070 617 7，407 

第3号段階 2，407 28，884 3，230 38，760 823 9，876 

第4号段階 3，008.75 36，105 4，037.5 48，450 1，029 12，345 
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単位 :円

平成12年度 平成13年度 平成14年度

調定額 6，564，538 20.022.617 27.238.799 

!I文京内額 6.535.411 19，954，002 27，113，497 

収納率 99.56% 99.66% 99.54% 

第1号保険料収納状況

四
O
歳
か
ら
六
五
歳
未
満
の
、
第
二
号
被
保
険
者
が
納
付
す
る
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
国
保
税

・
社
会
保
険
料

・
共
済
組
合
負
担
金
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
保
険
者

が
加
入
し
て
い
る
、
医
療
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
支
払
い
、

一
旦
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
に
プ
ー
ル
さ
れ
て
か
ら
、
介
護
給
付
費
の
三
二
%
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。



一__.L.，.

/'¥ 

保

険

財

政

介
護
費
用
か
ら
利
用
者
負
担
を
差
し
引
い
た
額
を
、
介
護
給
付
費
と
い
う
。
本

村
の
介
護
給
付
費
は
、
制
度
の
浸
透
に
よ
る
要
介
護

・
要
支
援
認
定
者
の
増
加
、

及
び
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
加
に
伴
い
、

年
々
増
大
し
て
お
り
、
今
後
も
こ
の
傾

向
が
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

福祉・厚生・保健衛生第 5編

本村の介護給付費の推移

単位:円

平成14年度平成13年度平成12年度

38，835，540 31，319，838 18，280，233 居宅介護サービス給付費

141，780，407 129，591，372 105，073，074 施設介護サービス給付費

201，133 345，553 31，761 居宅介護福祉用具購入費

1，998，589 877，356 382，500 居宅介護住宅改修費

5，427，840 5，315，400 3，396，360 居宅介護サービス計画給付費

8，421，831 4，822，767 3，267，036 居宅支援サービス給付費

30，996 11，037 59，346 購入費居宅支援福祉用

847.039 328，808 206，460 居宅支援住宅改修費

2，837，580 1，810，580 1，243，280 居宅支援サービス計画給付費

394，960 426，942 205，522 審査支払手数料

3，450，455 2，745，601 1，407，025 高額介護サービス費

204，226，370 

県費負担金

12.50% 

177，595，254 133，552，597 計

15.05% 
20.00% 
7.95% 

32.00% 
12.50% 
12.50% 

100.00% 

率

第1号保険料

国庫負担金

調整交付金

支払基金交付金

県費負担金

村費

合計

び由山，，a唱''

A、
口

支払基金交付金

32.00% 

口調整交付金

口 村費

口国庫負担金

口県費負担金

口第1号保険料

口 支払基金交付金
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第
四
節

健
康
づ
く
り
の
推
進

検
診
と
予
防
活
動

わ
が
国
の
平
均
寿
命
は
、
女
性
で
八
四
歳
、
男
性
で
七
八
歳
と
長
寿
時
代
と
な

っ
て
お
り
、

当
村
の
高
齢
化
率
も
四
五

・
七
%
と
、
年
々
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、

寝
た
き
り
で
あ
っ
た
り
、
病
気
が
ち
で
の
長
寿
を
願
う

人
は
い
な
い
。

こ
う
し
た
中
で
、
健
康
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
単
に
「
長
く
生
き
る
」
こ
と

か
ら

「よ
り
高
い
生
活
の
質
を
確
保
し
た
上
で
よ
り
長
く
生
き
る
」
こ
と
へ
と
変

化
し
て
い
る
。

疾
病
の
予
防
対
策
に
は
、
健
康
を
増
進
し
発
病
を
予
防
す
る
「

一
次
予
防
」
、

疾
病
を
早
期
に
発
見
し
早
期
に
治
療
す
る
「
二
次
予
防
」
、
疾
病
に
か
か
っ
た
後

の
対
応
方
法
と
し
て
の
治
療
・
機
能
回
復
・
機
能
維
持
と
い
う
「
三
次
予
防
」
が

↓
め
ず
匂
。

別
表
の
と
お
り
、
高
齢
が
進
む
に
つ
れ
て
、
年
々
何
ら
か
の
疾
患
で
、
医
療
機

関
に
か
か
っ
て
い
る
者
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
中
で
、

一
次
予
防
・

二
次
予

防
に
か
か
る
保
健
事
業
の
展
開
は
、
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
一
次
予
防
」
の
健
康
明つ
く
り
に
関
し
て
は
、
様
々
な
健
康
に
関
す
る
情
報
が

メ
デ
ィ
ア
か
ら
流
れ
る
中
で
、
住
民

一
人

一
人
が
、
正
し
い
情
報
を
自
己
選
択
で

き
る
よ
う
、
健
康
教
室
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
健
師
が
各
集
会
所
を
巡
回

し
て
、
健
診
後
の
事
後
指
導

・
健
康
相
談
も
行

っ
て
い
る
。
介
護
予
防
教
室
で
は
、

作
業
療
法
士
を
雇
い
上
げ
実
施
し
て
お
り
、
健
康
の
保
持
・

増
進
に
努
め
て
い
る
。

「
二
次
予
防
」
の
事
業
で
あ
る
検
診
に
関
し
て
は
、
平
成

二
二
年
に
は
、
乳
が

ん
検
診
に
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
を
、
肺
が
ん
検
診
に

C
T
を
導
入
し
た
。
そ
の
結
果
、

早
期
が
ん
を
発
見
で
き
て
お
り
、
早
期
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

平
成

一
四
年
度
に
は
、
肝
炎
検
査
、
平
成
五
年
に
は
、
前
立
腺
が
ん
検
診
を
導

入
し
、
検
診
内
容
も
よ
り
充
実
し
て
き
で
お
り
、

多
く
の
疾
病
を
早
期
に
発
見
で

き
て
い
る
。

平
成

一
五
年
に
は
、
健
康
増
進
法
が
策
定
さ
れ
、
健
康

h

つ
く
り
運
動
が
推
進
さ

れ
て
い
る
。
健
康
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
住
民

一
人

一
人
が

「
自
分
の
健
康
は

自
分
で
作
る
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、

主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る

が
、
個
人
の
健
康
情
つ
く
り
の
活
動
が
、
よ
り
効
果
的
に
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、

家
族

・
地
域
・
行
政
及
び
関
係
機
関
な
ど
、
周
り
の
者
が
そ
の
取
り
組
み
を
支
え

る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

今
後
も
、
保
健
推
進
委
員
と
協
力
し
あ
い
、
住
民
の
健
康
意
識
を
高
め
て
い
け

る
よ
う
働
き
か
け
、

一
人

一
人
が
、
健
康
で
長
生
き
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
い

き
た
い
。

基本健診総合結果判定
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精密検査結果集計

% 
100 

80 

60 

40 

20 

福祉 ・厚生・保健衛生第 5編

度
4
4

・
E
寸
且

平
成
九
年
度
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
、
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
の
で
き
る

美
川
村
を
目
指
し
て
、
母
子
保
健
計
画
を
策
定
し
、
乳
幼
児
健
診
・
親
子
ふ
れ
あ

い
教
室
・
家
庭
訪
問
等
を
実
施
し
て
い
る
。
平
成

一
四
年
度
に
は
、
計
画
の
見
直

し
を
戸
灯
い
、

一
.
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
.
保
健
・
医
療
・
福
祉
及
び
教
育

・
療
育
機
関
と
の
連
携
を
図
る
。

三
.
こ
こ
ろ
と
体
に

つ
い
て
学
習
し
、
よ
り
よ
い
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

以
上
に
挙
げ
た
理
念
の
も
と
で
①
妊
婦
支
援
の
充
実
、
②
育
児
支
援
の
充
実
、

③

療
育
体
制
の
整
備
、

④
健
康
教
育
の
推
進
の
四
本
を
柱
に
、
母
子
保
健
事
業
を
展

開
し
て
い
る
。

美
川
村
の
出
生
数
は
、
別
表
の
と
お
り
で
、
年
間

一
五
人
前
後
で
、
本
村
で
も

人
口
の
減
少
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
出
生
は
横
ば
い
状
態
で
あ
る
。

乳
幼
児
健
診
は
、
年
間
六
回
実
施
し
、

医
師
・
歯
科
医
師
・
保
健
師
、
平
成
九

年
度
よ
り
管
理
栄
養
士
・
歯
科
衛
生
士
を
、
ま
た
、
平
成

一一

年
度
よ
り
保
育
士

を
ス
タ
ッ
フ
に
加
え
、
疾
病
や
発
達
の
異
常
の
早
期
発
見
、
だ
け
で
な
く
、
育
児
支

援
を
目
的
と
し
て
、
多
職
種
が
相
談
に
応
じ
て
い
る
。

そ
の
他
の
母
子
保
健
事
業
と
し
て
、
親
子
ふ
れ
あ
い
教
室
(
親
子
遊
び
の
教
室
)

を
年
間
六
回
、
親
子
ふ
れ
あ
い
広
場
(
保
健
セ
ン
タ
ー
の
開
放
)
を
年
間
六
回
、

妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
家
庭
訪
問
、
マ
ザ
!
教
室
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

平
成
九
年
度
よ
り
、

障
害
を
持

っ
た
子
ど
も
達
に
、
近
く
で
療
育
や
相
談
が
受

け
ら
れ
る
場
の
提
供
や
支
援
を
目
的
と
し
て
、
心
理
判
定
員
・
作
業
療
法
士
・
保

育
士
・
保
健
師
を
ス
タ
ッ
フ
に
月

一
回
、
集
団
指
導
に
よ
る
療
育
教
室
(
の
び
の

び
ク
ラ
ブ
)
を
開
催
し
て
き
た
。

平
成

二
二
年
度
よ
り
、
該
当
児
達
が
就
学
し
た
の
で
、
幼
稚
園
で
の
指
導
や
訪
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問
指
導
に
き
り
か
え
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
室
を
実
施
し
て
い
く
中
で
、
同

じ
悩
み
を
持
つ
保
護
者
が
集
ま
り
、
パ

ス
テ
ル
く
ら
ぶ
(
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を

持
つ
親
の
会
)
を
設
立
し
、
情
報
交
換
や
就
園
・
就
学
に
向
け
て
、
各
機
関
へ
の

働
き
か
け
な
ど
の
活
動
を
行

っ
て
い
る
。

パ
ス
テ
ル
く
ら
ぶ
の
会
員
と
保
健
師
・
福
祉
担
当
者
・
教
育
委
員
会
が
集
ま

り
、
情
報
交
換
や
問
題
を
解
決
し
て
い
く
場
と
し
て
、
療
育
連
絡
会
を
開
催
し
て

いす匂
。

予
防
接
種
は
、
平
成

三
二
年
度
よ
り
、
上
浮
穴
郡
・
伊
予
市
・
伊
予
郡
・
松
山

市
の
医
師
会
と
契
約
し
、
乳
幼
児
に
関
し
て
個
別
接
種
を
導
入
し
て
い
る
。

今
後
も
、
妊
娠
・
出
産
・
育
児
を
通
し
た
、
き
め
細
や
か
な
母
子
保
健
行
政
を
、

総
合
的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
。

年間出生数

親子ふれあい教室

H14 
年度

H12 H13 H10 Hll H9 H8 H7 H6 

人

25 

10 

5 

。

20 

15 

精

神

保

健
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昭
和
二
五
年
精
神
衛
生
法
の
制
定
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
の
医
療
・
保
護
と、

そ
の
発
生
予
防
を
目
的
と
し
た
、
精
神
保
健
対
策
が
開
始
さ
れ
、
精
神
障
害
者
に

対
す
る
施
策
は
、
保
健
所
を
中
心
に
実
施
さ
れ
て
き
た
。

平
成
七
年
に
は
、
障
害
者
基
本
法
・
地
域
保
健
法
の
成
立
を
踏
ま
え
、
精
神
保

健
福
祉
法
と
名
称
が
改
め
ら
れ
、
平
成

一
四
年
度
よ
り
、
村
保
健
師
を
中
心
に
、

保
健
所
保
健
師
や
精
神
科
医
・
ソ

l
シ
ャ
ル
ワ

l
カ
ー
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
相

談
業
務
(
家
庭
訪
問
や
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
)
・

家
族
教
室
の
開
催
(
年
数

回
)
・
精
神
衛
生
の
知
識
の
普
及
な
ど
を
行

っ
て
き
た
。
対
象
者
は
、
統
合
失
調

症
・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
・
痴
呆
症
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
き
め
細
や
か
な
対
応

が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
年
に
数
回
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
集
ま
り
、
勉
強
会

や
交
流
会
を
開
催
し
て
い
た
が
、
平
成
六
年
度
よ
り
、

集
団
活
動
を
通
じ
て
、
対

人
関
係
の
円
滑
化
を
図
り
な
が
ら
、
社
会
適
応
性
を
高
め
、

地
域
に
お
け
る
自
立

と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、

毎
月

一
回
ソ

l
シ
ャ
ル
ク
ラ
ブ

(
生
活
訓
練
教
室
)
を
実
施
。
現
在
は
約
五
組
の
参
加
が
あ
り
、
調
理
実
習

・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
好
評
で
あ
る
。

現
在
、
長
期
入
院
患
者
も
お
り
、
安
心
し
て
在
宅
療
養
生
活
が
送
ら
れ
る
よ
う
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
や
、
障
害
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
し
、
誰
に
で
も
お
こ
り

う
る
う
つ
や
自
殺
・
ひ
き
こ
も
り
と
い
っ
た
心
の
健
康
、
思
春
期
の
心
の
な
や
み
な

ど
に
目
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
、
今
後
も
保
健
活
動
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
、
障
害
者
に
対
す
る
施
策
が
十
分
と
は
い
え
な
か

っ
た
が
、
平
成

一

五
年
よ
り
、
支
援
費
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
知
的
・
身
体
障
害
者
に
対
し
て
も
、

福
祉
制
度
や
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
、
対
象
者
の
ニ

l
ズ
が
十
分

に
活
か
さ
れ
た
ケ
ア

0

フ
ラ
ン
に
沿
っ
て
支
援
を
す
す
め
た
い
。



四

栄

養

指

導

福祉・厚生・保健衛生 局

平
成

一
O
年
四
月
よ
り
、
栄
養
士
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
栄
養
指
導
が
開

始
さ
れ
た
。
近
年
、
生
活
習
慣
病
患
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、

一
次
予
防
の
推
進

の
た
め
食
事
(
栄
養
)
・
運
動
・
休
養
に
つ
い
て
の
、
専
門
的
知
識
の
普
及
に
努

め
て
い
る
。

平
成
一

0
年
度
の
事
業
と
し
て
、
各
公
民
館
・
集
会
所
・
小
学
校
に
お
い
て
、

栄
養
学
級
を
昼
・
夜
間
に
年
間
四
回
実
施
、
男
性
の
料
理
教
室
を
、
美
川
村
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
て
夜
間
に
実
施
、
母
と
子
の
料
理
教
室
を
、
美
川
村
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
て
夏
休
み
に
実
施
し
て
い
る
。
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー
み

か
わ
が
九
月
に
新
設
さ
れ
、

一
O
月
か
ら
の
女
性
の
健
康
教
室
を
、
同
施
設
二
階

の
保
健
セ
ン
タ
ー
に
拠
点
を
移
動
し
実
施
し
て
い
る
。

平
成
一

一
年
度
よ
り
、
新
た
な
事
業
と
し
て
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
教
室
五
回

コ
l
ス
が
、

一
0
・
一一

・
一
二
月
に
開
催
さ
れ
、
五
回
を

一
コ
!
ス
と
し
、
生

活
習
慣
病
予
防
の
た
め
に
、
栄
養

(
調
理
実
習
)
・
生
活
習
慣
の
見
直
し
・
運
動

の
重
要
性
や
普
及
な
ど
に
努
め
、
よ
り

一
次
予
防
に
力
を
入
れ
て
い
け
る
事
業
体

制
と
し
た
。

平
成

一
二
年
度
よ
り
、
本
格
的
に
拠
点
を
、
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー
み
か
わ
に

移
し
、
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い

っ
た
。

平
成

一
三
年
度
よ
り
、
新
た
な
事
業
と
し
て
は
、
小
児
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

事
後
指
導
に
つ
い
て
の
研
修
会
を
開
催
し
、

子
ど
も
に
お
い
て
も
生
活
習
慣
病
が

増
え
て
き
て
い
る
中
で
、

学
校
で
の
予
防
の
必
要
性
、
関
係
機
関
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
度
よ
り
、

栄
養
士
免
許
か
ら
管
理
栄
養

士
免
許
と
な
っ
た
。
国
家
試
験
に
合
格
し
資
格
を
よ
り
高
い
も
の
と
し
て
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。

平
成

一
四
年
度
よ
り
、
新
た
な
事
業
と
し
て
は
、
病
態
栄
養
指
導
を
実
施
し
、

生
活
習
慣
病
で
食
事
が
重
要
視
さ
れ
る
方
に
対
し
て
、
病
態
に
応
じ
た
食
事
・
運

第 5編

動
指
導
を
、
訪
問
に
て
年
間
四
回
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
児
生
活
習
慣
病
予

防
健
診
事
後
指
導
と
し
て
、
夏
休
み
に
実
施
し
て
い
る
母
と
子
の
料
理
教
室
を
、

わ
く
わ
く
み
か
わ
っ

子
ク

ラ
ブ
と
改
名
し
、
内
容
を
生
活
習
慣
病
予
防
の
目
的
に

変
更
し
、
関
係
機
関
(
学
校
・
教
育
委
員
会

・
保
健
所
・
地
域
)
と
協
力
し
実
施

し
た
。

平
成

一
五
年
度
よ
り
、
小
児
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
事
後
指
導
に
つ
い
て
の
研

修
会
を
、
小
児
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
事
後
指
導
研
修
会
と
し
、
学
校
保
健
委
員

会
の
研
究
協
議
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
活
動
の
拠
点
を
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら

教
育
委
員
会
に
事
務
移
行
し
た
。

平
成

一
0
年
度
、
栄
養
士
配
置
に
と
も
な
い
、
ぼ
て
と
喰
楽
部
(
美
川
村
保
健

栄
養
推
進
協
議
会
)
の
運
営
が
開
始
さ
れ
た
。
食
生
活
に
主
眼
を
お
い
た
栄
養
・

運
動
・
休
養
の
健
康
情
つ
く
り
全
般
に
関
す
る
実
践
活
動
を
通
じ
て
、
住
民
の
健
康

づ
く
り
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
住
民
が
中
心
と
な
っ
て

活
動
し
て
い
く
べ
く
、
自
主
組
織
と
し
て
、
自
立
を
目
指
し
、
指
導
育
成
に
当
た

っ
て
い
る
。
平
成

一
五
年
度
を
迎
え
、

管
理
栄
養
士
が
産
休
に
入
っ
た
事
を
機
に

自
立
を
促
し
た
。

栄養学級
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五

福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー
み
か
わ

平
成
九
・

一
O
年
の
二
年
に
か
け
「
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー
み
か
わ
」
を
建
築

し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
は
、
虚
弱
の
高
齢
者
に
対
す
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
は
じ
め
、

福
祉
に
つ
い
て
の
相
談
や
研
修
・
日
常
生
活
動
作
訓
練

・
生
き
が
い

m

つ
く
り
の
た

め
の
教
養
娯
楽
な
ど
、
各
種
の
事
業
を
幅
広
く
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
の

要
介
護
の
高
齢
者
や
そ
の
家
族
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
を
併
設
し、

家
庭
で
の
介
護
に
つ
い
て
の
問
題
に
対
し
、
必
要
な
福
祉
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
他
に
も
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で

は、

高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
、
妊
産
婦

・
乳
幼
児
を
は
じ
め
村
民
す
べ
て
を
対
象

と
し
、
健
康
教
育

・
健
康
相
談

・
健
診
な
ど
実
施
し
て
い
る
。

保
健
セ
ン
タ
ー
・
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
-
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
三

つ
を
併
設
し
た
施
設
で
、
住
民
の
期
待
に
添
え
る
設
備
や
機
能
を
備
え
「
人
と
自

然
で
創
る
健
康
の
村
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
住
み
な
れ
た
地
域
や
居
宅
で
、
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
人
に
や
さ
し
い
保
健

・
福
祉
の
村
明
つ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
る
。

今
後
合
併
を
目
前
に
、
よ
り
効
率
的
な
運
用
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
た
い
。

建
物
規
模
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

二
階
建
て

建
築
面
積

一
，
O
一
0
・
八

0
平
方
メ
ー
ト
ル

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
五
五
七
・

二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
部
門
八
五
・

O
八
平
方
メ
ー
ト
ル

保
健
セ
ン
タ
ー
部
門

三
六
八

・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
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第
五
節

環

境

衛

生

今
日
の
環
境
問
題
は
、
公
害
等
の
産
業
型
か
ら
、
生
活
排
水
に
よ
る
水
質
汚
濁

や
、
大
量
に
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
問
題
等
生
活
型
ヘ、

更
に
は
、
地
球
温
暖
化
を

始
め
と
す
る
、
地
球
規
模
へ
と
広
が
り
を
見
せ
て

い
る
。

と
り
わ
け
、
地
球
温
暖
化
は
、
海
面
水
位
の
上
昇
に
伴
う
陸
城
の
減
少
、

豪
雨

や
干
ば
つ
な
ど
の
異
常
気
象
の
増
加
、

生
態
系
へ
の
影
響
や
砂
漠
化
等
々
、
我
々

の
生
活
に
甚
大
な
被
害
が
及
ぶ
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
美
川

村
に
お
い
て
も
、
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
を
策
定
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削

減
に
向
け
た
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

上
浮
穴
郡
全
体
と
し
て
も
、
ご
み
処
理
場
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
を
行
う

一
方、

家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
資
源
ご
み
の
種
類
の
見
直
し
を
行
い
、
ご
み
の
減
量
化
と
、

限
り
あ
る
資
源
の
有
効
利
用
に
向
け
た
対
策
も
行

っ
て
い
る
。

ま
た
、

昔一大
川
村
の
名
前
の
語
源
と
な

っ
た
、
美
し
い
川
を
守
る
た
め、

下
水
道

整
備
は
、
地
理
的
条
件
か
ら
、
合
併
処
理
浄
化
糟
の
設
置
に
対
す
る
補
助
で
対
応

し
て
お
り
、

普
及
率
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
観
光
客
の
増
加
す
る
時
期
に
、

環
境
美
化
推
進
月
間
を
年
間
三
回
設
け
、

住
民
の
美
化
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
役
場
職
員
に
よ
る
奉
仕
活
動
を
行

っ
て
い
る
ほ
か
、
四

O
人
の
方
に
環
境
美
化
推
進
員
を
委
嘱
し
、
監
視
活
動
を
行

い
、
不
法
投
棄
の
防
止
や
美
化
清
掃
活
動
の
推
進
を
行

っ
て
い
る
。

今
後
も
、
多
種
多
様
な
環
境
問
題
に
対
し
て
、
時
代
に
即
応
し
た
早
急
な
対
応

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

水

道

事

業

水
道
は
、
健
康
で
快
適
な
生
活
と
、
健
全
な・
雌
業
、
地
域
活
動
を
維
持
す
る
上



で
、
必
要
不
可
欠
な
生
活
基
盤
施
設
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、

こ
の

一
0
年
間
で
、
村
内
ほ
と
ん
ど
の
地
域
に
水
道
が
整
備
さ
れ
た
。

平
成
五
年
度
に
四
六
・
六
%
で
あ

っ
た
水
道
普
及
率
が
、
現
在
整
備
中
の
黒
藤

川
簡
易
水
道
が
完
成
す
る
と
、
約
九
O
%
、
現
在
計
画
し
て
い
る
仕
出
、
筒
城
地

区
と
、
田
の
元
地
区
に
整
備
が
完
了
す
る
と
九
二

・
七
%
と
な
り
、
全
国
平
均

(
九
六
・
七
%
)
に
ほ
と
ん
ど
引
け
を
と
ら
な
い
数
字
に
な
る
。

施
設
数
も
、
簡
易
水
道
七
箇
所
(
黒
藤
川
簡
易
水
道
含
む
)
、
県
条
例
水
道
七

箇
所
、
共
同
給
水
施
設

一
O
箇
所
で
、
現
在
二
六
施
設
で
あ
る
。

平
成
七
年
度
か
ら
、
整
備
に
力
を
入
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
二
年
以
前
の
施
設

も
多
く
、
中
に
は
、
昭
和
三
五
年
に
整
備
し
た
施
設
も
あ
る
。

今
後
は
、
町
村
合
併
を
ふ
ま
え
、
過
疎
化
、

高
齢
化
、
少
子
化
の
中
で
の
管
理

の
あ
り
方
と
、
老
朽
化
し
た
施
設
へ
の
対
応
が
急
務
で
あ
る
。

し
尿
・
ご
み
処
理
事
業

福祉・厚生-保健衛生

し
尿
・
ご
み
処
理
事
業
は、

美
川
村
、
柳
谷
村
、
面
河
村
の
三
村
の
出
資
に
よ

り
収
集
運
搬
業
務
を
行
い
、
上
浮
穴
生
活
環
境
事
務
組
合
が
、
処
理
業
務
を
行
っ

て
い
る
。

し
尿
に
つ
い
て
は
、
平
成

一
三
年
度
か
ら
、
年
間

一
O
基
程
度
を
目
安
に
、
合

併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
対
す
る
補
助
を
始
め
、

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄

化
槽
へ
の
切
り
替
え
や
、
汲
み
取
り
式
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に
整
備
し
て
い
る
が
、

ま
だ
ま
だ
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
は
汲
み
取
り
処
理
で
あ
る
。

収
集
業
務
は
、
月
曜
・
火
隠
は
面
河
村
、
水
曜
・
木
曜
は
美
川
村
、

金
曜

・
土

曜
は
柳
谷
村
と
、

一
週
間
に
二
日
ず
つ
割
り
当
て
て
収
集
し
て
い
る
。

一
方
、
ご
み
収
集
に
つ
い
て
は
、
平
成

一一

年
度
か
ら
三
年
間
と
、
平
成

一
五

年
度
に
、
生
ご
み
処
理
容
器
と
生
ご
み
処
理
機
の
補
助
を
行
い
、
ご
み
の
減
量
化

に
努
め
成
果
が
あ
っ
た
が
、
平
成

一
四
年

一
二
月
か
ら
、
家
庭
用
焼
却
炉
の
使
用

規
制
が
強
化
さ
れ
、
自
家
処
理
が
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
、
平
成

一
五
年
度
か
ら
、
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未
収
集
地
区
に
も
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
し
、
収
集
体
制
も
強
化
し
て
対
応

し
て
い
る
。

ま
た
、
限
り
あ
る
資
源
を
再
利
用
す
る
た
め
、

平
成

二
一
年
度
か
ら
、
缶
・
ビ

ン
・
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
・
段
ボ
ー
ル
類
を
、
資
源
ご
み
と
し
て
回
収
を
始
め
た
が
、

平
成

一
五
年
度
か
ら
は
、
白
色
ト
レ
イ
や
、
紙
パ
ッ
ク
を
追
加
し
、
資
源
の
リ
サ

イ
ク
ル
に
努
め
て
い
る
。

加
え
て
、
年
に
二
回
粗
大
ご
み
の
回
収
を
行
っ
て
お
り
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

の
施
行
等
に
よ
り
、
回
収
す
る
量
は
減
少
し
た
が
、
国
道
を
始
め
と
す
る
各
種
道

路
に
は
、
空
き
缶
の
投
げ
捨
て
が
多
く
、
放
置
自
動
車
、
粗
大
ご
み
、
家
電
製
品
、

産
業
廃
棄
物
ま
で
不
法
投
棄
さ
れ
る
状
況
に
あ
り
、
車
社
会
が
招
い
た
弊
害
が
、

山
間
部
等
住
民
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
現
れ
て
き
て
い
る
。

火

引
羽
判

j若

火
葬
場
は
、
昭
和
五
四
年
度
か
ら
、

小
田
町
を
除
く
郡
内
四
か
町
村
共
同
の

「
久
万
斎
場
」
に
お
い
て
、

現
在
ま
で
、
上
浮
穴
生
活
環
境
事
務
組
合
に
よ
り
、

そ
の
処
理
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
近
年
の
本
村
の
斎
場
使
用
状
況
は
、
次
表
の

通
り
で
あ
る
。

年

四
八

一
三
年

四
年

度

件

数

八

四

犬

ぅE経
升ミと

手先

登
録
頭
数
は
、
平
成

一
四
年
度
末
現
在
で

一
九
O
頭
と
な
っ
て
お
り
、
毎
年
新

規
の
登
録
届
出
が
二

O
件
前
後
あ
る
中
で
、
死
亡
や
転
出
の
届
出
が
上
回
っ
て
い

る
。
独
居
老
人
宅
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
犬
も
、
犬
の
散
歩
な
ど
の
世
話
が
で
き
な

く
な
っ
た
り
、
飼
い
主
の
死
亡
に
よ
り
、
飼
育
さ
れ
て
い
た
犬
は
、
親
族
の
い
る
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他
市
町
村
に
転
出
す
る
事
例
が
増
え
て
き
て
い
る
。
併
せ
て
、
子
ど
も
の
減
少
も

少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

狂
犬
病
予
防
注
射
の
実
施
率
は
、
こ
こ
数
年
九
五
%
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、

高
い
実
施
率
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
年
間

一
回
の
予
防
接
種
と
な

っ
た
こ
と
や
、
村
内
各
所
を
細
か
く
回
つ
て
の
集
合
注
射
、
ま
た
、
写
真
つ
き
の

登
録
台
帳
の
整
備
等
が
良
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

野
犬
に
よ
る
被
害
も
近
年
は
無
く
、
捕
獲
犬
に
つ
い
て
も
、
捕
獲
し
て
台
帳
の

写
真
等
と
照
合
す
る
が
該
当
が
無
く
、
他
町
村
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
捨
て
犬
と

思
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
中
型
か
ら
大
型
の
老
犬
、
疾
病
中
の
犬
が
目
立
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成

一
四
年

二
一
月
か
ら
、
愛
媛
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
、

役
場
が
引
き
取
っ
た
不
要
犬
、
捕
獲
犬
、
飼
い
ね
こ
や
拾
得
し
た
ね
こ
等
の
引
き

取
り
も
、
動
物
愛
護
の
観
点
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
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蓄犬登録及び狂犬病予防注射実施状況

よ11登録 数 狂犬病予防注射 捕獲犬 引取犬

6 206 206 4 。
7 214 213 15 。
8 221 206 。 。
9 227 207 8 。
10 220 204 9 。
11 211 203 4 。
12 197 192 6 4 

13 201 193 7 2 

14 190 191 6 。
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